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劉
讓＊
嗣
爲
梁
王
。
初
、
孝
王
有
罍
尊
、
直
千
金
、
戒
後
世
善
寶

之
、
毋
得
以
與
人
。
讓
之
后
曰
任
后
、
聞
而
欲
得
之
。
讓
之
祖
母
李

太
后
曰
、「
先＊
王
有
命
、
毋
得
以
尊
予
人
也
。
他
物
雖
鉅
萬
、
猶
自

恣
」、［
任
后
絶
欲
得
之
］。
王＊
讓
直＊
使
人
開
府
、
即＊
以
尊
賜
任
后
。

又
王
及
母
陳
后
事
李
太
后
多
不
順
。
有
漢
使
者
來
、
太
后＊
欲
自
言
、

王
使
謁
者
中
郎
胡
等
遮
止
、
閉
門
。
太
后
與
争
門
損
指＊
。
太
后
後
病

薨
。
病
時
、
任
后
未
嘗
請
疾＊
、
又
不
侍
喪
。

　

劉
譲
（
前
漢
の
梁
の
平
王
）
は
父
を
嗣
い
で
梁
王
と
な
っ
た
。
そ
の

昔
、
孝
王
（
譲
の
祖
父
）
は
價
千
金
の
罍
尊
を
持
っ
て
い
て
、
子
孫

に
こ
れ
を
大
切
に
保
存
し
て
、
人
に
與
え
て
は
な
ら
ぬ
と
い
い
つ
け

て
い
た
。
譲
の
后
を
任
后
と
い
う
が
、
そ
れ
を
聞
い
て
罍
尊
を
手
に

入
れ
た
い
と
思
っ
た
。
譲
の
祖
母
で
あ
る
李
太
后
が
「
先
王
の
ご
命

令
で
、
そ
れ
を
人
に
與
え
て
は
な
ら
ぬ
と
さ
れ
た
。
他
の
物
な
ら
巨

萬
の
値
打
ち
が
あ
ろ
う
と
も
、
好
き
に
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
っ
た
が
、

［
任
后
は
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
。］［
平
］
王

譲
は
直
ち
に
人
を
や
っ
て
庫
を
開
か
せ
、
そ
の
ま
ま
尊
を
任
后
に
賜

っ
た
。
ま
た
王
と
母
陳
太
后
は
李
太
后
に
事
え
て
そ
の
意
に
順
わ
ぬ

こ
と
が
多
か
っ
た
。
漢
の
使
者
が
や
っ
て
来
た
際
に
、
李
太
后
は
自

ら
そ
の
こ
と
を
告
げ
よ
う
と
し
た
が
、
王
は
謁
者
中
郎
の
胡
等
に
阻

止
さ
せ
て
、
門
を
閉
め
さ
せ
た
。
太
后
は
門
で
の
争
い
で
指
を
け
が

し
た
。
太
后
は
の
ち
病
の
た
め
薨
じ
た
。
太
后
の
病
臥
中
、
任
后
は

一
度
も
見
ま
い
に
行
か
ず
、［
亡
く
な
っ
て
も
］
ま
た
喪
に
服
さ
な

か
っ
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
譲
：
底
本
校
記
に
、「
前
史
作
襄
」。『
漢
書
』
も
「
襄
」
に
作
る
が
、『
太

平
御
覧
』
七
六
一
に
引
く
『
漢
書
』
は
「
譲
」
に
作
る
。
注
①
参
照
。
＊

先
：
底
本
に
は
上
に
「
后
」
字
が
有
り
、
抄
本
・
四
庫
本
も
同
じ
だ
が
、

①
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⑤

⑥
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『
永
樂
大
典
』
三
五
八
四
の
九
真
𦉩
尊
に
引
く
『
金
樓
子
』
及
び
百
子
本
に

よ
り
、
削
る
。
＊
王
：『
永
樂
大
典
』
無
し
。
＊
直
：
抄
本
・
四
庫
本
無
し
。

＊
即
：『
永
樂
大
典
』
無
し
。
＊
太
后
：
抄
本
・
四
庫
本
→
李
后
。
＊
損

指
：
百
子
本
→
措
指
。
抄
本
欄
外
注
に
、
鮑
本
損
誤
措
。
＊
請
疾
：
百
子
本

→
問
疾
。

〔
注
〕

①　

劉
譲　

劉
譲
（
？
〜
前
一
〇
二
？
）
は
、
梁
の
孝
王
武
の
孫
で
、
共
王

買
の
子
。
母
は
陳
太
后
。『
史
記
』
五
八
梁
孝
王
世
家
は
「
譲
」
を

「
襄
」
に
作
り
、『
漢
書
』
四
七
文
三
王
傳
も
同
じ
だ
が
、『
史
記
』
索
隱

に
は
「『
漢
書
』
作
譲
」
と
あ
る
。『
金
樓
子
』
は
『
漢
書
』
に
も
と
づ
い

て
お
り
、『
太
平
御
覧
』
七
六
一
器
物
部
八
樽
彝
に
引
く
『
漢
書
』
も

「
譲
」
に
作
っ
て
い
て
、
著
者
の
見
た
『
漢
書
』
で
は
「
譲
」
に
作
っ
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②　

嗣
爲
梁
王　
『
漢
書
』
文
三
王
傳
に
、「
梁
孝
王
子
五
人
爲
王
。
太
子
買

爲
梁
共
王
、
次
子
明
爲
濟
川
王
、
彭
離
爲
濟
東
王
、
定
爲
山
陽
王
、
不
識

爲
濟
陰
王
、
皆
以
孝
景
中
六
年
同
日
立
。
梁
共
王
買
立
十
年
薨
、
子
平
王

0

0

襄0

嗣
」。
な
お
『
漢
書
』
は
ほ
ぼ
『
史
記
』
梁
孝
王
世
家
に
も
と
づ
く
が
、

『
金
樓
子
』
は
『
漢
書
』
に
拠
っ
て
い
る
の
で
、
以
下
の
注
に
は
『
漢

書
』
を
引
く
。

③　

初
、
孝
王
有
罍
尊
云
云　
『
漢
書
』
本
傳
に
、「
初0

、
孝
王
有

0

0

0

𦉩0

尊0

、
直0

千
金

0

0

、
戒
後
世
善
寶
之

0

0

0

0

0

0

、
毋
得
以
與
人

0

0

0

0

0

。
任
后
聞
而
欲
得
之

0

0

0

0

0

0

0

、
李
太
后
曰

0

0

0

0

、

「
先
王
有
命

0

0

0

0

、
毋
得
以
尊
與
人

0

0

0

0

0

0

。
他
物
雖

0

0

0

百
鉅
萬

0

0

、
猶
自
恣

0

0

0

」。
任
后
絶

欲
得
之
。
王
襄
直
使
人
開
府

0

0

0

0

0

0

0

取
尊
賜
任
后

0

0

0

0

。
又
王
及
母
陳
太
后
事
李
太
后

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

多
不
順

0

0

0

。
有
漢
使
者
來

0

0

0

0

0

、
李
太
后
欲
自
言

0

0

0

0

0

、
王
使
謁
者
中
郎
胡
等
遮
止

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

閉
門

0

0

。
李
太
后
與
爭
門

0

0

0

0

0

、
措
指

0

0

。
太
后
啼
謼
、
不
得
見
使
者
」。「
𦉩
尊
」

に
つ
い
て
、
顔
師
古
注
に
は
以
下
の
如
く
い
う
。「
応
劭
曰
、『
詩
云
「
酌

彼
金
𦉩
」。
𦉩
、
畫
雲
雷
之
象
、
以
金
飾
之
也
』
鄭
氏
曰
、『
上
蓋
刻
爲
山

雲
雷
之
象
』。
師
古
曰
、『
鄭
説
是
也
。
𦉩
、
古
雷
字
』」。

④　

任
后
絶
欲
得
之　
『
金
樓
子
』
は
こ
の
六
字
を
缺
く
が
、『
漢
書
』
に
よ

り
補
う
。

⑤　

損
指　
『
漢
書
』
は
「
措
指
」
に
作
る
。
顔
師
古
注
に
晋
灼
曰
く
と
し

て
、「
許
慎
曰
、『
措
、
置
』。
字
借
以
爲
笮
耳
」。
ま
た
師
古
曰
、「
音
壯

客
反
、
謂
爲
門
扉
所
笮
」。

⑥　

太
后
後
病
薨　
『
漢
書
』
本
傳
に
、「
後
病
薨

0

0

0

。
病
時

0

0

、
任
后
未
嘗
請
疾

0

0

0

0

0

0

。

薨
、
又
不
侍
喪

0

0

0

0

」。

38　

劉
次
昌
爲
齊
王
。
其
母
曰
紀
太
后
、
取＊
弟
紀
氏
女
爲
王
后
、
不＊

愛
。
紀
太
后
欲
其
家
重
寵
、
令
其
長
女
紀
翁
主
入
王
宮
、
其＊
後
宮
無

令＊
得
近
王
、
欲
令
愛
紀
氏
女
。
王
因
與
其
姉
翁
主
姦
。
齊
有
宦
者
徐

甲
、
入
侍
漢
皇
太
后
。
有
愛
女＊
曰
脩
成
君
、
非
劉
氏
子
、
太
后
憐
之
。

脩
成
君＊
有
女
娥
、
太
后
欲
嫁
之
於
諸
侯
。
宦
者
甲
乃
請
使
齊
、
必
令

王
上
書
請
娥
。
皇
太
后
喜
、
使
甲
之
齊
。
時
主
父
偃
知
甲
使
齊
以
取

后
事
、
亦
因
謂
甲
、「
即
成＊
、
幸
言
偃
女
願
得
充
王
後
宮
」。
甲
至
齊
、

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦



─ 97 ─

金
樓
子
訳
注
（
十
二
）（
興
膳
）

風
以
此
事
。
紀
太
后
怒
曰
、「
王
有
后
、
後
宮
備
具＊
。
且
甲
齊
貧
人
、

及
爲
宦
者
入
事
漢
、
初
無
補
益
、
乃
欲
亂
吾
王
家
。
且
主
父
偃
何
爲

者
、
乃
欲
以
女
充
後
宮
」。
甲
大
窮
、
還
報
皇
太
后
曰
、「
王
已
願
尚

娥
、
然
事
有
所
害
、
恐
如
燕
王
」。
燕
王
者
、
與
其
子
昆
弟
姦
、
新

坐
死
。
故
以
燕
感
皇
太
后
。
太
后
曰
、「
毋
復
言
嫁
女
齊
事
者
也
」。

事
寖
淫
聞
於
上
。

　

劉
次
昌
（
前
漢
の
齊
の
厲
王
）
は
齊
王
に
な
っ
た
。
そ
の
母
を
紀
太

后
と
い
い
、
弟
の
む
す
め
を
王
の
后
に
し
た
が
、
王
は
彼
女
を
愛
さ

な
か
っ
た
。
紀
太
后
は
実
家
が
恩
寵
を
受
け
る
よ
う
願
っ
て
、
自
分

の
長
女
の
紀
翁
主
を
王
宮
に
入
れ
て
、
後
宮
の
女
た
ち
が
王
に
近
づ

か
ぬ
よ
う
に
さ
せ
、
王
が
紀
氏
の
む
す
め
を
愛
す
る
よ
う
に
仕
向
け

た
。
王
は
そ
こ
で
姉
の
翁
主
と
姦
通
し
た
。
齊
に
宦
官
の
徐
甲
な
る

者
が
い
て
、
宮
中
に
入
り
漢
の
皇
太
后
（
武
帝
の
母
）
に
仕
え
て
い

た
。［
皇
太
后
に
は
］
脩
成
君
と
い
う
む
す
め
が
い
て
、
劉
氏
の
子

で
は
な
く
、
太
后
は
彼
女
を
不
憫
に
思
っ
て
い
た
。
脩
成
君
に
は
娥

と
い
う
む
す
め
が
お
り
、
太
后
は
娥
を
諸
侯
に
嫁
が
せ
た
い
と
も
く

ろ
ん
で
い
た
。
宦
官
の
徐
甲
は
そ
こ
で
齊
に
使
者
と
し
て
赴
き
、
齊

王
に
娥
を
も
ら
い
受
け
る
よ
う
上
書
さ
せ
た
い
と
願
い
出
た
。
皇
太

后
は
喜
び
、
徐
甲
を
齊
に
派
遣
し
た
。
そ
の
時
、
主
父
偃
は
徐
甲
が

后
を
娶
る
た
め
の
使
者
と
し
て
齊
に
赴
く
こ
と
を
知
っ
て
、
甲
に
向

か
っ
て
い
う
に
は
、「
も
し
こ
と
が
う
ま
く
運
ん
だ
ら
、
ど
う
か
私

の
む
す
め
を
後
宮
に
入
れ
る
よ
う
申
し
上
げ
て
く
れ
」。
徐
甲
は
齊

に
着
く
と
、
そ
の
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
言
っ
た
。
紀
太
后
は
怒
っ

て
言
っ
た
。「
王
に
は
后
が
あ
り
、
後
宮
も
満
ち
足
り
て
い
る
。
そ

れ
に
徐
甲
は
齊
の
貧
乏
た
ら
し
で
、
宦
官
と
な
っ
て
漢
朝
に
仕
え
て

も
、
何
の
役
に
も
立
た
ず
、
な
ん
と
わ
が
王
家
を
乱
そ
う
と
し
お
る
。

ま
た
主
父
偃
と
は
何
者
じ
ゃ
、
む
す
め
を
後
宮
に
入
れ
た
い
な
ど
と

申
し
お
っ
て
」。
徐
甲
は
困
り
果
て
、
帰
還
し
て
皇
太
后
に
報
告
し

て
い
う
に
は
、「
王
は
す
で
に
娥
を
娶
る
お
つ
も
り
で
す
が
、
障
害

が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
つ
ま
り
燕
王
（
劉
定
國
）
の
よ
う
に
な
り
は
せ

ぬ
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」。
燕
王
は
自
分
の
む
す
め
や
姉

妹
と
姦
通
し
、
其
の
罪
で
死
ん
だ
。
そ
れ
で
燕
の
こ
と
で
太
后
に
感

づ
か
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
太
后
は
い
っ
た
、「
も
う
二
度
と

孫
む
す
め
を
齊
に
嫁
が
せ
る
な
ど
と
い
う
で
な
い
ぞ
」。
そ
の
こ
と

は
次
第
に
伝
わ
っ
て
天
子
の
耳
に
も
入
っ
た
。

⑧

⑨
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〔
校
　
勘
〕

＊
取
：
抄
本
・
百
子
本
は
上
に
「
太
后
」
二
字
が
あ
る
。
＊
不
：
抄
本
・
百

子
本
は
上
に
「
王
」
字
が
あ
る
。
＊
其
：
抄
本
・
百
子
本
は
上
に
「
正
」
字

が
あ
る
。
＊
令
：
底
本
は
主
に
作
る
が
、
抄
本
・
百
子
本
に
よ
り
改
め
る
。

＊
有
愛
女
：
抄
本
・
百
子
本
は
上
に
「
皇
太
后
」
三
字
が
あ
る
。
＊
脩
成

君
：
抄
本
・
四
庫
本
は
「
君
」
字
を
缺
く
。
＊
成
：
抄
本
・
百
子
本
は
上
に

「
事
」
字
が
あ
る
。
＊
王
有
后
後
宮
備
具
：
四
庫
本
は
「
后
後
」
二
字
を

「
後
后
」
に
誤
倒
す
る
。

〔
注
〕

①　

劉
次
昌　

生
卒
年
未
詳
。
齊
の
孝
王
將
閭
の
孫
で
、
懿
王
壽
の
子
。
母

は
紀
太
后
。
懿
王
が
即
位
二
十
三
年
に
し
て
薨
去
し
て
の
ち
、
齊
王
を
嗣

い
だ
。『
史
記
』
五
二
齊
悼
惠
王
世
家
・『
漢
書
』
三
八
高
五
王
傳
に
傳
が

あ
る
。『
金
樓
子
』
の
文
は
『
漢
書
』
に
近
い
。

②　

爲
齊
王　
『
漢
書
』
高
五
王
傳
に
、「
齊
孝
王
之
自
殺
也
、
景
帝
聞
之
、

以
爲
齊
首
善
、
以
追
劫
有
謀
、
非
其
罪
也
、
召
立
孝
王
太
子
壽
、
是
爲
懿

王
。
二
十
三
年
薨
、
子
厲
王
次
昌
嗣
」。

③　

其
母
曰
紀
太
后
云
云　
『
漢
書
』
高
五
王
傳
に
、「
其
母
曰
紀
太
后

0

0

0

0

0

0

、
太

后
取0

其
弟
紀
氏
女
爲
王
后

0

0

0

0

0

0

0

、
王
不
愛

0

0

。
紀
太
后
欲
其
家
重
寵

0

0

0

0

0

0

0

0

、
令
其
長
女

0

0

0

0

紀
翁
主
入
王
宮

0

0

0

0

0

0

、
正
其
後
宮
無
令
得
近
王

0

0

0

0

0

0

0

0

、
欲
令
愛
紀
氏
女

0

0

0

0

0

0

。
王
因
與
其

0

0

0

0

姉
翁
主
姦

0

0

0

0

。
齊
有
宦
者
徐
甲

0

0

0

0

0

0

、
入
事
漢
皇
太
后

0

0

0

0

0

0

。
皇
太
后
有
愛
女
曰
脩
成

0

0

0

0

0

0

君0

、
脩
成
君
非
劉
氏
子

0

0

0

0

、
太
后
憐
之

0

0

0

0

。
脩
成
君
有
女
娥

0

0

0

0

0

0

、
太
后
欲
嫁
之
於

0

0

0

0

0

0

諸
侯

0

0

。
宦
者
甲
乃
請
使
斉

0

0

0

0

0

0

0

、
必
令
王
上
書
請
娥

0

0

0

0

0

0

0

。
皇
太
后

0

0

0

大
喜0

、
使
甲
之

0

0

0

斉0

。
時
主
父
偃
知
甲

0

0

0

0

0

0

之
使
齊
以
取
后
事

0

0

0

0

0

0

、
亦
因
謂
甲

0

0

0

0

、『
卽
事
成

0

0

0

、
幸
言

0

0

偃
女
願
得
充
王
後
宮

0

0

0

0

0

0

0

0

』。
甲
至
齊

0

0

0

、
風
以
此
事

0

0

0

0

。
紀
太
后
怒
曰

0

0

0

0

0

、『
王
有
后

0

0

0

、

後
宮
備
具

0

0

0

0

。
且
甲

0

0

、
齊
貧
人

0

0

0

、
及
爲
宦
者
入
事
漢

0

0

0

0

0

0

0

、
初
無
補
益

0

0

0

0

、
乃
欲
亂

0

0

0

吾
王
家

0

0

0

。
且
主
父
偃
何
爲
者

0

0

0

0

0

0

0

、
乃
欲
以
女
充
後
宮

0

0

0

0

0

0

0

』。
甲
大
窮

0

0

0

、
還
報
皇

0

0

0

太
后
曰

0

0

0

、『
王
已
願
尚
娥

0

0

0

0

0

、
然
事
有
所
害

0

0

0

0

0

、
恐
如
燕
王

0

0

0

0

』。
燕
王
者

0

0

0

、
與
其

0

0

子
昆
弟
姦

0

0

0

0

、
坐
死

0

0

。
故
以
燕
感
太
后

0

0

0

0

0

0

。
太
后
曰

0

0

0

、『
毋
復
言
嫁
女
齊
事

0

0

0

0

0

0

0

』。

事
寖
淫
聞
於
上

0

0

0

0

0

0

」。

④　

紀
翁
主　
『
漢
書
』
本
傳
の
顔
師
古
注
に
、「
諸
王
女
曰
翁
主
、
而
紀
氏

所
生
、
故
謂
之
紀
翁
主
」。

⑤　

漢
皇
太
后
云
云　

皇
太
后
は
、
景
帝
の
皇
后
王
氏
を
い
う
。『
史
記
』

四
九
外
戚
世
家
に
、「
王
太
后
、
槐
里
人
、
母
曰
臧
兒
。
臧
兒
者
、
故
燕

王
臧
荼
孫
也
。
臧
兒
嫁
爲
槐
里
王
仲
妻
、
生
男
曰
信
與
兩
女
。
而
仲
死
、

臧
兒
更
嫁
長
陵
田
氏
、
生
男
蚡
・
勝
。
臧
兒
長
女
嫁
爲
金
王
孫
婦
、
生
一

女
矣
、
而
臧
兒
卜
筮
之
、
曰
兩
女
皆
當
貴
。
因
欲
奇
兩
女
、
乃
奪
金
氏
。

金
氏
怒
、
不
肯
予
決
、
乃
内
之
太
子
宮
。
太
子
幸
愛
之
、
生
三
女
一
男
。

男
方
在
身
時
、
王
美
人
夢
日
入
其
懐
。
以
告
太
子
、
太
子
曰
、『
此
貴
徴

也
』。
未
生
而
孝
文
帝
崩
、
孝
景
帝
即
位
、
王
夫
人
生
男
」。。
そ
の
同
内

容
の
記
事
が
『
漢
書
』
九
七
上
外
戚
傳
上
に
も
あ
る
。

⑥　

非
劉
氏
子　
『
漢
書
』
本
傳
の
顔
師
古
注
に
、「
蘇
林
曰
、
皇
太
后
前
嫁

金
氏
所
生
」。

⑦　

主
父
偃　

主
父
偃
（
？
〜
前
一
二
六
）
は
、
齊
國
臨
淄
（
山
東
省
）
の

人
。
縦
横
家
の
術
を
学
ん
で
口
舌
に
長
け
、
衛
皇
后
の
擁
立
や
、
燕
王
劉

定
國
の
淫
猥
の
行
為
を
暴
き
た
て
た
こ
と
な
ど
に
手
腕
を
発
揮
し
た
。
齊
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の
宰
相
に
任
ぜ
ら
れ
る
と
、
齊
王
劉
次
昌
の
近
親
相
姦
を
告
発
し
て
王
を

自
殺
に
追
い
こ
ん
だ
が
、
そ
の
行
き
過
ぎ
を
咎
め
ら
れ
、
一
族
皆
殺
し
の

刑
に
処
せ
ら
れ
た
。『
史
記
』
一
一
二
平
津
主
父
列
伝
・『
漢
書
』
六
四
上

主
父
偃
傳
に
傳
が
あ
る
。

⑧　

燕
王
者
云
云　
『
史
記
』
五
一
荊
燕
世
家
に
、「
至
［
燕
王
澤
］
孫
定
國
、

與
父
康
王
姫
姦
、
生
子
男
一
人
、
奪
弟
妻
爲
姫
、
與
子
女
三
人
姦
。
定
國

有
所
欲
誅
殺
臣
肥
如
令
郢
人
、
郢
人
等
告
定
國
、
定
國
使
謁
者
以
他
法
劾

捕
格
殺
郢
人
以
滅
口
。
至
元
朔
元
年
、
郢
人
昆
弟
復
上
書
具
言
定
國
陰
事
、

以
此
發
覺
。
詔
下
公
卿
、
皆
議
曰
、『
定
國
禽
獣
行
、
亂
人
倫
、
逆
天
、

當
誅
』。
上
許
之
。
定
國
自
殺
、
國
除
爲
郡
」。

⑨　

寖
淫　
『
漢
書
』
本
伝
の
顔
師
古
注
に
、「
寖
、
古
浸
字
也
。
寖
淫
、
猶

言
漸
染
也
」。

39　

劉
宇
壯
大
、
通
姦
犯
法
、
上
以
至
親
弗
辜＊
、
傅
相
連
坐
。
久
之
、

事
太
后
、
内
不
相
得
、
太
后
上
書
言
之
。
璽
書
勅
諭
。
元
帝
崩
、
宇

謂
中
謁
者
信
等
曰
、「
漢
大
臣
議
天
子
少
弱
、
未
能
治
天
下
、
以
爲

我
知
文
法
、
建
言
欲
使
我
輔
佐
天
子
。
我
見
尚
書
晨
夜
極
勞
苦＊
、
使

我
爲
之
、
不
能
也
。
今
暑
熱
、
縣
官
年
少
、
持
服
恐
無
處
所
、
我
危

得
之
」。
比
至＊
下
、
宇
凡
三
哭
、
飲
酒
食
肉
、
妻
妾
不
離
側
。
後
爲

妻
妾＊
告
之
、
坐
削
兩
縣
。

　

劉
宇
（
前
漢
の
東
平
王
）
は
血
気
盛
ん
で
、
姦
人
と
通
じ
て
法
を

犯
し
た
が
、
天
子
（
元
帝
）
は
近
親
で
あ
る
た
め
罪
せ
ず
、
輔
佐
役

が
巻
き
添
え
で
罰
せ
ら
れ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
太
后
（
宣
帝
の
王
皇

后
）
に
仕
え
た
が
、
関
係
が
し
っ
く
り
ゆ
か
ず
、
太
后
は
上
書
し
て

そ
の
こ
と
を
述
べ
た
。
天
子
は
勅
書
で
宇
を
諭
し
た
。
元
帝
が
崩
御

す
る
と
、
宇
は
中
謁
者
（
宦
官
）
の
信
ら
に
言
う
に
は
、「
漢
の
大

臣
た
ち
は
天
子
（
成
帝
）
が
幼
少
で
、
ま
だ
天
下
を
治
め
ら
れ
な
い

と
判
断
し
、
私
が
法
律
に
通
じ
て
い
る
と
見
て
、
建
議
し
て
私
に
天

子
を
輔
佐
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
私
は
尚
書
が
朝
か
ら
夜
ま
で
苦

労
を
重
ね
て
い
る
の
見
て
い
る
の
で
、
も
し
私
に
そ
れ
を
さ
せ
よ
う

と
し
て
も
、
と
て
も
で
き
な
い
。
今
は
暑
い
盛
り
で
、
お
上
は
ご
年

少
ゆ
え
、
喪
に
服
す
る
に
も
身
の
置
き
所
が
な
く
、
私
は
危
う
く
天

子
に
な
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
」。
棺
が
地
中
に
下
ろ
さ
れ
る
と
、
宇
は

都
合
三
た
び
哭
し
、
酒
を
飲
み
肉
を
食
ら
っ
て
、
妻
妾
は
そ
の
側
を

離
れ
な
か
っ
た
。
後
に
妻
妾
に
そ
の
こ
と
を
告
発
さ
れ
、
二
縣
を
削

ら
れ
た
。

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩
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〔
校
　
勘
〕

＊
辜
：
抄
本
→
罪
。
＊
苦
：
抄
本
→
若
。
＊
諸
本
と
も
「
至
」
の
下
に

「
闕
」
字
が
あ
る
が
、『
漢
書
』
に
從
う
。
注
⑩
参
照
。
＊
妻
妾
：
百
子

本
・
筆
記
小
説
大
観
本
→
姫
胊
臑
遣
其
家
。

〔
注
〕

①　

劉
宇　

劉
宇
（
？
〜
前
二
一
）
は
、
前
漢
の
宣
帝
の
子
で
、
元
帝
の
異

母
弟
。
母
は
公
孫
婕
妤
。
甘
露
二
年
（
前
五
二
）
に
東
平
王
に
立
て
ら
れ

た
。
在
位
三
十
三
年
に
し
て
薨
去
し
た
。
諡
は
思
王
。

②　

劉
宇
壯
大
云
云　
『
漢
書
』
八
〇
宣
元
六
王
傳
に
、「
東
平
思
王
宇
、
甘

露
二
年
立
。
元
帝
即
位
、
就
國
。
壯
大

0

0

、
通
姦
犯
法

0

0

0

0

、
上
以
至
親

0

0

0

0

貰
弗
罪

0

0

、

傅
相
連
坐

0

0

0

0

。
久
之

0

0

、
事
太
后

0

0

0

、
内
不
相
得

0

0

0

0

、
太
后
上
書
言
之

0

0

0

0

0

0

、
求
守
杜
陵

園
。
上
於
是
遣
太
中
大
夫
張
子
蟜
、
奉
璽
書
敕
諭

0

0

0

0

之
曰
、
云
云
。（
中

略
）
宇
慙
懼
、
因
使
者
頓
首
謝
死
罪
、
願
洒
心
自
改
」。

③　

通
姦
犯
法　
『
漢
書
』
本
傳
の
顔
師
古
注
に
、「
與
姦
猾
交
通
、
好
犯
法
」。

④　

太
后　

王
太
后
（
？
〜
前
一
六
）
を
い
う
。
宣
帝
の
皇
后
。
後
宮
に
入

っ
て
婕
妤
と
な
り
、
霍
皇
后
が
廃
さ
れ
て
の
ち
、
皇
后
と
な
っ
て
許
太
子

（
の
ち
の
元
帝
）
の
養
育
に
当
た
っ
た
。
自
分
の
子
は
な
い
。
元
帝
の
即

位
後
に
、
皇
太
后
と
な
っ
た
。『
漢
書
』
九
七
上
外
戚
傳
上
。

⑤　

璽
書
勅
諭　
『
漢
書
』
本
傳
の
顔
師
古
注
に
、「
約
敕
而
曉
告
之
也
」。

⑥　

元
帝
崩
云
云　
『
漢
書
』
本
傳
に
、「
宇
立
二
十
年

0

0

0

0

0

、
元
帝
崩

0

0

0

。
宇
謂
中

0

0

0

謁
者
信
等
曰

0

0

0

0

0

、『
漢
大
臣
議
天
子
少
弱

0

0

0

0

0

0

0

0

、
未
能
治
天
下

0

0

0

0

0

、
以
爲
我
知
文
法

0

0

0

0

0

0

、

建
欲
使
我
輔
佐
天
子

0

0

0

0

0

0

0

0

。
我
見
尚
書
晨
夜
極
苦

0

0

0

0

0

0

0

0

、
使
我
爲
之

0

0

0

0

、
不
能
也

0

0

0

。
今0

暑
熱

0

0

、
縣
官
年
少

0

0

0

0

、
持
服
恐
無
處
所

0

0

0

0

0

0

、
我
危
得
之

0

0

0

0

』。
比
至
下

0

0

0

、
宇
凡
三

0

0

0

哭0

、
飲
酒
食
肉

0

0

0

0

、
妻
妾
不
離
側

0

0

0

0

0

。
又
姫
胊
臑
故
親
幸
、
後
疏
遠
、
數
歎
息

呼
天
。
宇
聞
、
斥
胊
臑
爲
家
人
子
、
掃
除
永
巷
、
數
笞
撃
之
。
胊
臑
私
疏

宇
過
失
、
數
令
家
告
之

0

0

。
宇
覺
知
、
絞
殺
胊
臑
。
有
司
奏
請
逮
捕
、
有
詔

削0

樊
・
亢
父
二
縣

0

0

。
後
三
歲
、
天
子
詔
有
司
曰
、『
蓋
聞
仁
以
親
親
、
古

之
道
也
。
前
東
平
王
有
闕
、
有
司
請
廢
、
朕
不
忍
。
又
請
削
、
朕
不
敢
專
。

惟
王
之
至
親
、
未
嘗
忘
於
心
。
今
聞
王
改
行
自
新
、
尊
修
經
術
、
親
近
仁

人
、
非
法
之
求
、
不
以
奸
吏
。
朕
甚
嘉
焉
。
傳
不
云
乎
、
朝
過
夕
改
、
君

子
與
之
。
其
復
前
所
削
縣
如
故
』」。

⑦　

縣
官　
『
漢
書
』
本
傳
の
張
晏
注
に
、「
不
敢
指
斥
成
帝
、
謂
之
縣
官
也
」。

⑧　

持
服
恐
無
處
所　
『
漢
書
』
本
傳
の
如
淳
注
に
、「
言
不
從
道
、
冀
如
昌

邑
王
也
」。
昌
邑
王
は
廢
帝
の
こ
と
。

⑨　

我
危
得
之　
『
漢
書
』
本
傳
の
孟
康
注
に
、「
危
、
殆
也
。
我
殆
得
爲
天

子
也
」。
顔
師
古
注
に
、「
危
者
、
猶
今
之
言
險
不
得
之
也
」。

⑩　

比
至
下　

各
本
と
も
「
至
」
の
下
に
「
闕
」
字
が
あ
る
が
、『
漢
書
』

は
「
比
至
下
」
に
作
り
、
張
晏
注
に
、「
下
、
下
棺
也
」
と
あ
る
。

40　

其
功
業
無
成
者
、
則
司
馬
穎＊
。
初
、
起
軍
河
朔
、
三
軍
畢
從
。

毎
夜
刀
戟
之
端
有
光
若
火
、
壘
中
井
皆
有
龍
像
。
長
沙
王
既
死
、
増

封
穎
二
十
郡
、
拜
丞
相
。
一
如
魏
武
九
錫
故
事
、
乗
輿
服
御
皆
遷
於＊

鄴
。
其
掾
歩
熊
私
曰
、「
雖
爲
太
弟
、
不
得
嗣
也
」。
穎
遂
立
邦
、
郊

兆
於
鄴
城
。
及
敗
、
爲
頓
丘
太
守
馮
嵩
所
執
。
穎
素
爲
鄴
都
所
服
、

①

②

③

④

⑤

⑥
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慮
爲
變
、
僞
稱
臺
使
、
賜
穎
死
。
穎
曰
、「
我
放
逐
、
於
今
三
年
、

身
體
手
足
不
見
洗
沐
、
取
五
斗
湯
來
」。
其
二
子
號
泣
、
穎
叱
去
。

浴
訖
、
散
髪
東＊
首
臥
、
命
縊
之
。
二
子
皆
死
。
鄴
中
爲
之
悲
哀
。

　

功
業
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
司
馬
穎
（
晉
の
成
都
王
）
で

あ
る
。
は
じ
め
、
司
馬
穎
が
軍
を
黄
河
の
北
に
起
こ
す
と
、
三
軍
は

盡
く
従
っ
た
。
毎
晩　

刀
や
戟
の
先
端
に
火
の
よ
う
な
光
が
発
し
て
、

と
り
で
の
ど
の
井
戸
か
ら
も
龍
の
像
が
出
現
し
た
。
長
沙
王
乂
が
亡

く
な
る
と
、
穎
は
封
地
を
二
十
郡
増
や
さ
れ
、
丞
相
に
任
じ
ら
れ
た
。

魏
の
武
帝
が
九
錫
を
受
け
た
故
事
に
全
面
的
に
な
ら
い
、
天
子
の
用

い
る
器
物
を
み
な
［
洛
陽
か
ら
］
鄴
に
遷
し
た
。
穎
の
掾
だ
っ
た
歩

熊
は
秘
か
に
、「
皇
太
帝
で
は
あ
っ
て
も
、
皇
位
は
嗣
げ
ま
い
」
と

い
っ
て
い
た
。
穎
は
か
く
て
政
権
を
構
え
、
天
地
を
祀
る
祭
壇
を
鄴

城
に
立
て
た
。［
東
海
王
越
に
］
敗
れ
る
と
、
頓
丘
太
守
馮
嵩
に
捕

ら
え
ら
れ
た
。
穎
は
か
ね
が
ね
鄴
都
で
人
望
を
得
て
い
た
の
で
、

［
越
は
］
變
事
が
起
こ
る
の
を
恐
れ
て
、
天
子
の
使
者
と
僞
り
、
穎

に
死
を
賜
っ
た
。
穎
が
い
う
に
は
、「
私
が
放
逐
さ
れ
て
か
ら
、
今

ま
で
三
年
の
間
、
身
体
や
手
足
を
洗
っ
た
こ
と
が
な
い
、
五
斗
の
湯

を
持
っ
て
き
て
く
れ
」。
そ
の
二
子
が
號
泣
す
る
と
、
穎
は
叱
り
つ

け
て
追
い
や
っ
た
。
沐
浴
を
終
え
る
と
、
頭
髪
を
散
ら
し
た
ま
ま
東

向
き
に
枕
し
、
絞
め
殺
す
よ
う
命
じ
た
。
二
人
の
子
も
死
ん
だ
。
鄴

中
の
人
々
が
そ
の
死
を
哀
し
ん
だ
。

〔
校
　
勘
〕

＊
穎
：
抄
本
→
潁
。
＊
於
：
抄
本
・
四
庫
本
→
于
。
＊
東
：
諸
本
と
も

「
束
」
に
作
る
が
、『
晋
書
』
に
從
う
。
注
⑦
参
照
。

〔
注
〕

①　

司
馬
穎　

司
馬
穎
（
二
七
九
〜
三
〇
六
）、
字
は
章
度
、
晉
の
武
帝
の

第
十
六
子
で
、
恵
帝
の
弟
。
太
康
十
年
（
二
九
九
）
に
成
都
王
に
封
じ
ら

れ
た
。
八
王
の
亂
の
渦
中
で
、
恵
帝
を
廃
し
て
帝
位
に
卽
い
た
趙
王
倫
を
、

斉
王
冏
・
長
沙
王
乂
と
協
力
し
て
滅
ぼ
し
、
恵
帝
を
復
位
さ
せ
た
。
次
い

で
河
間
王
顒
を
討
っ
て
、
丞
相
と
な
り
、
さ
ら
に
鄴
に
鎭
す
る
と
、
皇
太

弟
と
な
っ
て
朝
政
に
権
勢
を
振
る
っ
た
が
、
や
が
て
東
海
王
越
に
敗
れ
て

殺
さ
れ
た
。『
晋
書
』
五
九
に
傳
が
あ
る
。

②　

毎
夜
刀
戟
之
端
有
光
若
火
二
句　
『
晋
書
』
本
傳
に
、「
穎
次
朝
歌
、
毎

夜0

矛
㦸
有
光
若
火

0

0

0

0

0

、
其
壘
井
中
皆
有
龍
象

0

0

0

0

0

0

0

」。『
晋
書
』
は
も
ち
ろ
ん
『
金

樓
子
』
の
原
拠
と
す
る
書
で
は
な
い
の
で
、
以
下
の
注
に
は
必
ず
し
も
本

文
の
内
容
と
対
応
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

③　

増
封
穎
二
十
郡
云
云　
『
晋
書
』
本
伝
に
、「
穎
既
入
京
師
、
復
旋
鎭
于

⑦
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鄴
、
増
封
二
十
郡

0

0

0

0

0

、
拝
丞
相

0

0

0

。
河
間
王
顒
表
穎
宜
爲
儲
副
、
遂
廢
太
子
覃
、

立
穎
爲
皇
太
弟
、
丞
相
如
故
、
制
度
一
依
魏
武
故
事

0

0

0

0

、
乘
輿
服
御
皆
遷
于
鄴

0

0

0

0

0

0

0

0

」。

④　

魏
武
九
錫
故
事　
「
九
錫
」
は
、
天
子
が
大
き
な
功
績
の
あ
っ
た
臣
下

に
賜
る
九
種
の
礼
物
。
曹
操
が
九
錫
を
受
け
た
こ
と
は
、『
三
国
志
』
魏

書
一
武
帝
紀
、
建
安
十
八
年
の
項
に
、「
五
月
丙
申
、
天
子
使
御
史
大
夫

郗
慮
持
節
策
命
公
爲
魏
公
曰
云
云
」
と
し
て
見
え
る
。
九
錫
の
内
容
は
、

一
に
「
大
輅
・
戎
輅
各
一
」、
二
に
「
玄
牡
二
駟
」、
三
に
「
軒
縣
之
樂
・

六
佾
之
舞
」、
四
に
「
朱
戸
」、
五
に
「
納
陛
」、
六
に
「
虎
賁
之
士
三
百

人
」、
七
に
「
鈇
鉞
各
一
」、
八
に
「
彤
弓
一
・
彤
矢
百
・
玈
弓
十
」、
九

に
「
秬
鬯
一
卣
」。

⑤　

其
掾
歩
熊
私
曰
云
云　
『
晋
書
』
本
傳
に
、「
永
興
初
、
左
衛
将
軍
陳

眕
・
殿
中
中
郎
逯
苞
・
成
輔
及
長
沙
故
將
上
官
巳
等
奉
大
駕
討
穎
、
馳
檄

四
方
、
赴
者
雲
集
。
軍
次
安
陽
、
衆
十
餘
萬
、
鄴
中
震
懼
。
穎
欲
走
、
其

掾
歩
熊
有
道
術
、
曰
、『
勿
動
、
南
軍
必
敗
』」。

⑥　

爲
頓
丘
太
守
馮
嵩
所
執
云
云　
『
晋
書
』
本
傳
に
、「
値
大
駕
還
洛
、
穎

自
華
陰
趨
武
關
、
出
新
野
。
帝
詔
鎭
南
將
軍
劉
弘
・
南
中
郎
將
劉
陶
捕
穎
。

於
是
棄
母
妻
、
單
車
与
二
子
廬
江
王
普
・
中
都
王
廓
渡
河
赴
朝
歌
、
収
合

故
將
士
數
百
人
、
欲
就
公
師
藩
。
頓
丘
太
守
馮
嵩
執
穎
及
普
・
廓
送
鄴
、

范
陽
王
虓
幽
之
、
而
無
他
意
。
屬
虓
暴
薨
、
虓
長
史
劉
與
見
穎
爲
鄴
都
所

0

0

0

0

0

服0

、
慮
爲

0

0

後
患
、
秘
不
發
喪
、
偽0

令
人
為
臺
使

0

0

、
稱
詔
夜
賜
穎
死

0

0

0

。
穎
謂

守
者
田
徽
曰
、『
范
陽
王
亡
乎
』。
徽
曰
、『
不
知
』。
穎
曰
、『
卿
年
幾
』。

徽
曰
、「
五
十
」。
穎
曰
、『
知
天
命
不
』。
徽
曰
、『
不
知
』。
穎
曰
、『
我

死
之
後
、
天
下
安
乎
不
安
乎
。
我0

自
放
逐

0

0

、
於
今
三
年

0

0

0

0

、
身
體
手
足
不
見

0

0

0

0

0

0

洗
沐

0

0

、
取0

數
斗
湯
來

0

0

0

』。
其
二
子
號
泣

0

0

0

0

0

、
穎
敕
人
將
去
。
乃
散
髪
東
首
臥

0

0

0

0

0

、

命0

徽
縊
之

0

0

、
時
年
二
十
八
。
二
子

0

0

亦
死0

。
鄴
中
哀

0

0

0

之
」。

⑦　

散
髪
東
首
臥　
『
論
語
』
郷
党
篇
に
、「
疾
、
君　

視
之
、
東
首

0

0

加
朝
服
、

拖
紳
」。
邢
昺
疏
に
、「
病
者
常
居
北
牖
下
、
爲
君
來
視
、
則
暫
時
遷
鄕
南

牖
下
、
東
首

0

0

、
令
君
得
南
面
而
視
之
」。『
禮
記
』
玉
藻
に
、「
君
子
之
居

恒
當
戸
、
寢
恒
東
首

0

0

」。

41　

司
馬
乂
忠
毅
方
正
。
成
都
王
穎
・
河
閒
王
顒
同
攻
京
師
、
乂
敗

績
。
時
東
海
王
越
領
中
書
監
、
慮
外
難
已
逼
、
潛
與
殿
中
將
士
収
乂
、

送
金
墉
城
。
成
都
軍
不
彊
、
恨
乂
功
垂
成
而
敗
之
、
謀
共
劫
乂
、
更

以
距
穎
。
朝
廷
及
東
海
王
越
懼
難
復
作
、
欲
遂
誅
乂
。
黄
門
侍
郎
潘

滔
曰
、「
不
可
、
將
自
有
靜＊
之
者
」。
征
西
將
軍
張
方
遣
將
郅
輔
勒
兵

三
千
、
至
金
墉
城
収
乂
、
馬
負
至
營
、
縊
之
。
三
軍
莫
不
爲
之
垂
涕
。

　

司
馬
乂
（
晉
の
長
沙
王
）
は
誠
実
で
意
志
が
強
く
真
っ
直
ぐ
な
人

物
だ
っ
た
。
成
都
王
穎
と
河
間
王
顒
が
と
も
に
京
師
（
洛
陽
）
を
攻

略
し
た
と
き
、
乂
は
大
敗
し
た
。
当
時
、
東
海
王
越
は
中
書
監
を
兼

任
し
て
い
た
が
、
外
患
が
逼
っ
て
く
る
の
を
慮
り
、
ひ
そ
か
に
殿
中

に
い
た
將
士
と
と
も
に
乂
を
捕
ら
え
、
金
墉
城
に
送
り
こ
ん
だ
。
成

①

②

③

④

⑤

⑥⑦
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金
樓
子
訳
注
（
十
二
）（
興
膳
）

都
王
の
軍
は
弱
く
、［
殿
中
の
將
士
た
ち
は
］
乂
が
功
績
を
挙
げ
る

の
を
目
の
前
に
し
て
敗
れ
る
の
を
惜
し
み
、
共
に
乂
を
奪
い
返
し
て
、

穎
の
攻
略
を
防
ご
う
と
謀
っ
た
。
朝
廷
と
東
海
王
越
は
難
事
が
再
び

起
こ
る
の
を
恐
れ
て
、
乂
を
誅
殺
し
よ
う
と
し
た
。
黄
門
侍
郎
潘
滔

が
い
う
に
は
、「
い
け
ま
せ
ん
。
お
の
ず
と
こ
の
事
態
を
静
め
る
者

が
出
る
で
し
ょ
う
」。
征
西
將
軍
張
方
は
配
下
の
將
郅
輔
に
兵
三
千

を
率
い
て
派
遣
し
、
金
墉
城
に
至
っ
て
乂
を
捕
ら
え
、
馬
で
陣
営
ま

で
来
た
と
こ
ろ
で
、
縊
り
殺
さ
せ
た
。
三
軍
中
で
王
の
た
め
に
涙
を

流
さ
ぬ
者
は
な
か
っ
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
静
：
抄
本
・
四
庫
本
→
靖
。

〔
注
〕

①　

司
馬
乂　

司
馬
乂
（
二
七
七
〜
三
〇
四
）、
字
は
士
度
。
晉
の
武
帝
の

第
六
子
。
太
康
十
年
（
二
八
九
）
に
長
沙
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
永
寧
元
年

（
三
〇
一
）、
斉
王
司
馬
冏
と
と
も
に
趙
王
倫
を
討
ち
、
一
旦
廃
位
さ
れ

た
恵
帝
を
復
位
さ
せ
、
権
勢
を
握
っ
た
。
し
か
し
翌
年
に
は
冏
と
内
訌
が

生
じ
て
彼
を
殺
し
、
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
は
長
沙
王
穎
と
東
海
王
越
の
連

合
軍
の
攻
略
に
遭
っ
て
、
殺
さ
れ
た
。『
晋
書
』
五
十
九
に
傳
が
あ
る
。

②　

忠
毅
方
正　
「
忠
毅
」
は
誠
実
で
豪
毅
な
さ
ま
。『
後
漢
書
』
八
二
方
術

列
伝
上
の
謝
夷
吾
傳
「
奮
忠
毅
之
操
、
躬
史
魚
之
節
」。「
方
正
」
行
い
が

き
ち
ん
と
し
て
正
し
い
こ
と
。『
世
説
新
語
』
に
方
正
篇
が
あ
る
。
こ
れ

に
相
当
す
る
内
容
は
『
晋
書
』
本
傳
に
な
く
、
司
馬
乂
の
人
と
な
り
を
描

く
文
と
し
て
次
の
一
節
が
あ
る
。「
又
身
長
七
尺
五
寸
、
開
朗
果
断
、
才

力
絶
人
、
虛
心
下
士
、
甚
有
名
誉
」。

③　

成
都
王
穎
・
河
閒
王
顒
同
攻
京
師　
『
晋
書
』
四
恵
帝
紀
に
、「［
太
安

二
年
］
八
月
、
河
間
王
顒
・
成
都
王
穎
擧
兵
討
長
沙
王
乂
、
帝
以
乂
爲
大

都
督
、
帥
軍
籞
之
」。

④　

乂
敗
績
云
云　
『
晋
書
』
恵
帝
紀
に
、「［
太
安
二
年
十
一
月
］
癸
亥
、

東
海
王
越
執
長
沙
王
乂
、
幽
於
金
墉
城
、
尋
爲
張
方
所
害
」。
ま
た
同
長

沙
王
乂
傳
に
、「
乂
前
後
破
穎
軍
、
斬
獲
六
七
萬
人
、
戰
久
糧
乏
、
城
中

大
饑
、
雖
曰
疲
弊
、
將
士
同
心
、
皆
願
效
死
。
而
乂
奉
上
之
禮
未
有
虧
失
、

張
方
以
爲
未
可
克
、
欲
還
長
安
。
而
東
海
王
越
慮
事
不
濟
、
潛
與
殿
中
將

0

0

0

0

0

収
乂
送
金
墉
城

0

0

0

0

0

0

。
乂
表
曰
、
云
云
（
中
略
）
殿
中
左
右
恨
乂
功
垂
成
而
敗
、

謀
劫
出
之
、
更
以
距
穎
。
越
懼
難
作

0

0

0

0

、
欲
遂
誅
乂

0

0

0

0

。
黄
門
郎
潘
滔

0

0

0

0

0

勸
越
密

告
張
方
、
方
遣
部
將
郅
輔
勒
兵
三
千
、
就
金
墉
収
乂

0

0

0

0

、
至
營

0

0

、
炙
而
殺
之
。

乂
冤
痛
之
聲
達
於
左
右
、
三
軍
莫
不
爲
之
垂
涕

0

0

0

0

0

0

0

0

。
時
年
二
十
八
」。

⑤　

金
墉
城　

楊
衒
之
『
洛
陽
伽
藍
記
』
一
、
瑤
光
寺
の
項
に
、「
瑤
光
寺
北

有
承
明
門
、
有
金
墉
城
、
卽
魏
氏
所
築
。
晉
永
康
中
、
恵
帝
幽
於
金
墉
城
」。

⑥　

黄
門
侍
郎
潘
滔
曰
云
云　

潘
滔
（
生
卒
年
未
詳
）、
字
は
陽
仲
。
滎
陽

（
河
南
省
）
の
人
。
東
海
王
越
の
腹
心
の
臣
下
で
、
越
の
府
に
お
け
る

「
三
才
」
の
一
人
と
称
さ
れ
た
。「
不
可
、
將
自
有
靜
之
者
」
に
相
当
す
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る
文
は
『
晋
書
』
に
は
な
い
が
、『
資
治
通
鑑
』
晉
紀
七
に
は
次
の
よ
う

に
あ
る
。「
城
旣
開
、
殿
中
將
士
見
外
兵
不
盛
、
悔
之
、
更
謀
劫
出
乂
以

拒
穎
。
穎
懼
、
欲
殺
乂
以
絶
衆
心
。
黄
門
侍
郎
潘
滔
曰

0

0

0

0

0

0

0

、『
不
可

0

0

、
將
自

0

0

有
静
之
者

0

0

0

0

』。
乃
遣
人
密
告
張
方
。
丙
寅
、
方
取
乂
於
金
墉
城
、
至
營
、

炙
而
殺
之
、
方
軍
士
亦
爲
之
流
涕
」。

⑦　

征
西
將
軍
張
方
遣
將
郅
輔
勒
兵
三
千　

張
方
（
？
〜
三
〇
六
）
は
、
河

間
（
河
北
省
）
の
人
。
材
勇
を
以
て
河
間
王
顒
の
知
遇
を
得
て
、
振
武
將

軍
と
な
っ
た
。『
晋
書
』
六
〇
本
傳
に
、「
東
海
王
越
等
執
乂
、
送
于
金
墉

城
。
方
使
郅
輔
取
乂
還
營
、
炙
殺
之
」。

42　

司
馬
越
少
有
令
名
。
自
許
昌
率
苟
晞
及
冀
州
刺
史
丁
劭
討
汲
桑
、

破
之
。
越
拜
太
傅
。
先
是
謠
曰
、「
元
超
兄
弟
大
落
度
、
上
桑
打
椹

爲
苟
作
」。
晞
亦
懼
逼
、
説
越
曰
、「
兖
州
天
下
之
要
、
公
宜
自
牧
」、

大
治
官
舎
以
待
越
。
有
大
星
、
頭
如
箕
、
長
五
六
丈
、
起
西
方
流
東
、

行
至
地
。
有
赤
散
流
光
若
血
、
所
照
皆
赤
、
日
中
若
飛
燕
者
十
八
日
。

有
流
星
若
箕
、
自
東
北
、
西
南
行
、
至
地
。
越
請
討
石
勒
、
且
鎭
集

兖
・
豫
以
援
京
師
。
越
専
擅
威
權
、
圖
爲
覇
業
、
州
郡
攜
貳
、
上
下

崩
離
、
憂
懼
成
疾
、
薨
。

　

司
馬
越
（
晉
の
東
海
王
）
は
若
い
こ
ろ
か
ら
令
名
が
あ
っ
た
。
許

昌
（
河
南
省
）
か
ら
苟
晞
と
冀
州
刺
史
丁
劭
を
率
い
て
汲
桑
を
討
ち
、

破
っ
た
。
越
は
太
傅
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
そ
れ
よ
り
先
、
童
謡
に
「
元

超
兄
弟
は
大
ざ
っ
ぱ
、
桑
の
実
落
と
し
は
苟
任
せ
」
と
歌
わ
れ
た
。

苟
晞
も
不
安
に
な
り
、
越
に
い
う
に
は
、「
兗
州
は
天
下
の
要
で
す

か
ら
、
殿
が
自
ら
治
め
ら
れ
る
べ
き
で
す
」。
苟
晞
は
官
舎
を
り
っ

ぱ
に
造
営
し
て
越
を
も
て
な
し
た
。
頭
が
箕
の
形
を
し
た
大
き
な
流

星
が
現
わ
れ
て
、
五
六
丈
の
長
さ
が
あ
り
、
西
か
ら
東
に
流
れ
て
行

き
、
地
に
落
ち
た
。
血
の
よ
う
に
赤
い
光
が
発
散
し
て
、
光
に
照
ら

さ
れ
た
所
は
み
な
赤
く
な
り
、
太
陽
の
中
に
燕
の
ご
と
く
飛
び
ま
わ

る
こ
と
十
八
日
だ
っ
た
。
箕
の
形
を
し
た
流
星
が
、
東
北
か
ら
現
わ

れ
、
西
南
に
向
か
っ
て
、
地
に
落
ち
た
。
越
は
石
勒
を
討
伐
し
て
、

さ
ら
に
兗
州
・
豫
州
に
軍
を
駐
屯
さ
せ
て
京
師
の
守
り
を
助
け
た
い

と
請
う
た
。
越
は
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
振
る
っ
て
、
霸
業
を
爲
そ

う
と
企
て
て
い
た
が
、
州
郡
は
離
叛
し
、
上
下
関
係
は
崩
壊
し
て
、

憂
い
の
あ
ま
り
病
に
か
か
り
、
薨
去
し
た
。

〔
注
〕

①　

司
馬
越　

司
馬
越
（
？
〜
三
一
一
）、
字
は
元
超
。
高
密
王
泰
の
次
子
。

元
康
元
年
（
二
九
一
）、
東
海
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
頡
頏
し
た
河
間
王

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
⑧

⑨

⑩
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金
樓
子
訳
注
（
十
二
）（
興
膳
）

顒
・
成
都
王
穎
を
滅
ぼ
し
、
懐
帝
の
永
嘉
年
間
に
入
る
と
、
政
事
を
委
ね

ら
れ
て
権
力
の
頂
点
を
極
め
た
が
、
独
裁
的
な
施
政
が
混
乱
を
招
き
、
自

滅
し
た
。『
晋
書
』
五
九
に
傳
が
あ
る
。

②　

少
有
令
名　
『
晋
書
』
東
海
王
越
傳
に
、「
少
有
令
名

0

0

0

0

、
謙
虚
持
布
衣
之

操
、
爲
中
外
所
宗
。

③　

苟
晞　

苟
晞
（
？
〜
三
一
一
）、
字
は
道
將
、
河
内
山
陽
（
河
南
省
）

の
人
。
一
時
、
東
海
王
越
の
信
任
を
得
て
重
用
さ
れ
た
が
、
の
ち
離
反
し

た
。
都
督
青
州
諸
軍
事
の
こ
ろ
は
苛
酷
な
軍
政
を
布
き
、「
屠
伯
」
と
號

さ
れ
た
。
石
勒
に
捕
ら
わ
れ
、
殺
さ
れ
た
。『
晋
書
』
六
一
に
傳
が
あ
る
。

④　

丁
劭　

丁
劭
（
？
〜
三
〇
九
）、
字
は
叔
倫
。
譙
國
（
安
徽
省
）
の
人
。

成
都
王
越
の
下
で
汲
桑
の
討
伐
に
功
績
を
挙
げ
た
。『
晋
書
』
九
一
良
吏

傳
の
本
傳
で
は
名
を
「
紹
」
に
作
り
、
南
陽
王
模
傳
で
は
「
邵
」
に
作
る
。

⑤　

汲
桑　

汲
桑
（
？
〜
三
〇
八
）
は
、
魏
郡
（
河
北
省
）
の
人
。
も
と
牧

畜
民
の
首
領
だ
っ
た
が
、
石
勒
と
結
ん
で
兵
を
挙
げ
、
鄴
を
陥
れ
た
。
東

海
王
越
の
麾
下
の
苟
晞
等
に
敗
れ
、
殺
さ
れ
た
。
事
跡
は
『
晋
書
』
苟
晞

傳
、『
晋
書
』
載
記
四
石
勒
傳
に
見
え
る
。

⑥　

自
許
昌
率
苟
晞
及
冀
州
刺
史
丁
劭
討
汲
桑
二
句　
『
晋
書
』
本
傳
に

「
永
嘉
初
、
自
許
昌
率
苟
晞
及
冀
州
刺
史
丁
劭
討
汲
桑

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
破
之

0

0

。
越
還
于

許
、
長
史
潘
滔
説
之
曰
、『
兗
州
天
下

0

0

0

0

枢
要0

、
公
宜
自
牧

0

0

0

0

』。
乃
轉
苟
晞
爲

青
州
刺
史
、
由
是
與
晞
有
隙
」。『
晋
書
』
六
一
苟
晞
傳
に
、「
初
、
東
海

王
越
以
晞
復
其
讎
恥
、
甚
德
之
、
引
升
堂
、
結
爲
兄
弟
。
越
司
馬
潘
滔
等

説
曰
、『
兗
州
要
衝
、
魏
武
以
之
輔
相
漢
室
。
苟
晞
有
大
志
、
非
純
臣
、

久
令
處
之
、
則
患
生
心
腹
矣
。
若
遷
于
青
州
、
厚
其
名
號
、
晞
必
悦
。
公

自
牧
兗
州
、
経
緯
諸
夏
、
藩
衛
本
朝
、
此
所
謂
謀
之
於
未
有
、
爲
之
於
未

亂
也
』。
越
以
爲
然
、
乃
遷
晞
征
東
大
將
軍
・
開
府
儀
同
三
司
、
加
侍

中
・
假
節
・
都
督
青
州
諸
軍
事
、
領
青
州
刺
史
、
進
為
郡
公
」。『
金
樓

子
』
の
記
事
と
は
符
合
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

⑦　

先
是
謠
曰
云
云　
『
宋
書
』
三
一
五
行
志
二
詩
妖
に
、「
司
馬
越
還
洛
、

有
童
謡
曰
、『
洛
中
大
鼠
長
尺
二
、
若
不
蚤
去
大
狗
至
』。
及
苟
晞
將
破
汲

桑
、
又
謡
曰
、『
元
超
兄
弟
大
落
度

0

0

0

0

0

0

0

、
上
桑
打
椹
爲
苟
作

0

0

0

0

0

0

0

』。
由
是
越
惡
苟
、

奪
其
兗
州
、
隙
難
遂
構
」。『
晋
書
』
二
八
五
行
志
中
詩
妖
に
も
ほ
ぼ
同
じ

記
事
が
あ
る
。「
落
度
」
は
音
ラ
ク
・
タ
ク
で
、
畳
韻
の
語
。「
落
拓
」

「
落
托
」
に
同
じ
で
、
も
の
ご
と
に
拘
ら
ぬ
さ
ま
、
落
ち
ぶ
れ
る
さ
ま
の

相
い
反
す
る
両
義
が
あ
る
が
、
前
者
の
意
に
解
し
て
お
く
。「
椹
」
は
桑

の
實
で
、
汲
桑
討
伐
の
成
果
は
苟
晞
の
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
寓
意
を
籠

め
る
。

⑧　

有
大
星
云
云　
『
晋
書
』
五
懐
帝
紀
に
、「［
永
嘉
元
年
］
九
月
戊
申
、

苟
晞
又
破
汲
桑
、
陥
其
九
壘
。
辛
亥
、
有
大
星
如
日
、
小
者
如
斗
、
自
西

方
流
於
東
北
、
天
盡
赤
、
俄
有
聲
如
雷
」。『
宋
書
』
五
行
志
五
に
、「［
永

嘉
］
五
年
三
月
庚
申
、
日
散
、
光
如
血
、
下
流
、
所
照
皆
赤
、
日
中
有
若

飛
𪈏
者
」。
ま
た
『
晋
書
』
天
文
志
中
に
、「［
永
嘉
］
五
年
三
月
庚
申
、

日
散
、
如
血
、
光
下
流
、
所
照
皆
赤
。
日
中
有
若
飛
鷰
者
」。
唐
の
瞿
曇

悉
達
『
唐
開
元
占
經
』
五
日
變
色
に
、「
日
赤
如
血
、
其
國
君
死
、
赤
始

末
赭
、
將
軍
死
於
野
」。
注
に
王
隱
『
晋
書
』
を
引
い
て
い
う
。「
東
海
王

越
自
陽
成
帥
甲
士
四
萬
、
京
邑
多
徙
、
次
許
昌
、
以
鳴
崇
爲
兵
司
馬
、
越

領
豫
州
牧
。
三
月
四
日
、
日
有
赤
散
流
、
其
光
若
血
下
流
、
其
光
之
所
照
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皆
赤
。
日
中
有
若
飛
鷁
者
七
。
八
十
九
日
、
越
薨
于
項
也
」。

⑨　

越
請
討
石
勒　
『
晋
書
』
懐
帝
紀
に
、「［
永
嘉
四
年
十
月
］
壬
寅
、
石

勒
圍
倉
垣
、
陳
留
内
史
王
讃
撃
破
之
、
勒
走
河
北
。（
中
略
）
京
師
饑
。

東
海
王
越
羽
檄
徴
天
下
兵
、
帝
謂
使
者
曰
、『
爲
我
語
諸
征
鎭
、
若
今
日
、

尚
可
救
、
後
則
無
逮
矣
』。
時
莫
有
至
者
。
石
勒
陥
襄
城
、
太
守
崔
曠
遇

害
、
遂
至
宛
。
王
浚
遣
鮮
卑
文
鴦
帥
騎
救
之
、
勒
退
。
浚
又
遣
別
將
王
申

始
討
勒
于
汶
石
津
、
大
破
之
。
十
一
月
甲
戌
、
東
海
王
越
帥
衆
出
許
昌
、

以
行
臺
自
隨
。（
中
略
）
越
軍
次
項
、
自
領
豫
州
牧
、
以
太
尉
王
衍
爲
軍

司
」。『
晋
書
』
本
傳
に
、「
越
自
誅
王
延
等
、
大
失
衆
望
、
而
多
有
猜
嫌
。

散
騎
侍
郎
高
韜
有
憂
國
之
言
、
越
誣
以
訕
謗
時
政
害
之
、
而
不
自
安
。
乃

戎
服
入
見
、
請
討
石
勒

0

0

0

0

、
且
鎭
集
兗
豫
以
援
京
師

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
帝
曰
、『
今
逆
虜
侵

逼
郊
畿
、
王
室
蠢
蠢
、
莫
有
固
心
。
朝
廷
社
稷
、
倚
頼
於
公
、
豈
可
遠
出

以
孤
根
本
』。
對
曰
、『
臣
今
率
衆
邀
賊
、
勢
必
滅
之
。
賊
滅
則
不
逞
消
殄
、

已
東
諸
州
職
貢
流
通
。
此
所
以
宣
暢
國
威
、
藩
屛
之
宜
也
。
若
端
坐
京
輦

以
失
機
会
、
則
釁
弊
日
滋
、
所
憂
逾
重
』。
遂
行
」。

⑩　

越
専
擅
威
權
云
云　
『
晋
書
』
本
傳
に
、「
越
專
擅
威
權

0

0

0

0

0

、
圖
爲
霸
業

0

0

0

0

、

朝
賢
素
望
、
選
爲
佐
吏
、
名
將
勁
卒
、
充
于
己
府
、
不
臣
之
迹
、
四
海
所

知
。
而
公
私
罄
乏
、
所
在
寇
亂
、
州
郡
擕
貳

0

0

0

0

、
上
下
崩
離

0

0

0

0

、
禍
結
釁
深
、

遂
憂
懼
成
疾

0

0

0

0

。
永
嘉
五
年
、
薨0

于
項
。
秘
不
発
喪
」。

43　

劉
餘
之＊
封
爲
淮
陽
王
。
呉
楚
反
破
後
、
徙
王
魯
。
好
治
宮
室
苑

囿
狗
馬
。
季
年
好
音
、
口
吃
難
言
。
初
壞
孔
子
舊
宅
以
廣
其
宮
、
聞0

鍾
磬
琴
瑟
之
聲
、
遂
不
敢
壞
。
於
其
壁
中
得
古
文
經
傳
。

　

劉
餘
（
前
漢
の
魯
王
）
は
淮
陽
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
呉
楚
の
叛
亂

が
平
定
さ
れ
て
の
ち
、
魯
王
に
国
替
え
と
な
っ
た
。
宮
殿
の
建
築
、

庭
園
の
造
営
、
犬
馬
の
飼
育
を
好
ん
だ
。
晩
年
に
は
音
楽
を
愛
好
し

た
が
、
屹
り
で
話
し
が
苦
手
だ
っ
た
。
以
前
、
孔
子
の
旧
宅
を
と
り

壊
し
て
宮
殿
を
広
げ
よ
う
と
し
た
が
、
鍾
磬
や
琴
瑟
の
音
が
聞
こ
え

て
き
て
、
壊
す
の
を
止
め
た
。
そ
の
壁
中
か
ら
古
文
で
書
か
れ
た
經

傳
が
見
つ
か
っ
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
之
：
抄
本
・
百
子
本
・
筆
記
小
説
大
観
本
→
初
。『
漢
書
』
景
十
三
王
傳

に
は
之
の
字
無
し
。

〔
注
〕

①　

劉
餘　

劉
餘
（
？
〜
前
一
二
八
）
は
、
前
漢
の
景
帝
の
子
。
初
め
淮
陽

王
に
立
て
ら
れ
、
の
ち
魯
王
に
徙
っ
た
。
諡
は
恭
王
。『
漢
書
』
五
三
景

十
三
王
傳
に
傳
が
あ
る
。

②　

封
爲
淮
陽
王　
『
漢
書
』
本
傳
に
、「
魯
恭
王
餘
以
孝
景
前
二
年
立
爲
淮

0

0

陽
王

0

0

、
呉
楚
反
破
後

0

0

0

0

0

、
以
孝
景
前
三
年
徙
王
魯

0

0

0

。
好
治
宮
室
苑
囿
狗
馬

0

0

0

0

0

0

0

0

、

①

②

③

④

⑤
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季
年
好
音

0

0

0

0

、
不
喜
辭
。
爲
人
口
訖
難
言

0

0

0

0

。
恭
王
初
好
治
宮
室
、
壞
孔
子
舊

0

0

0

0

宅
以
廣
其
宮

0

0

0

0

0

、
聞
鐘
磬
琴
瑟
之
聲

0

0

0

0

0

0

0

、
遂
不
敢
復
壞

0

0

0

0

0

、
於
其
壁
中
得
古
文
經

0

0

0

0

0

0

0

0

傳0

」。

③　

季
年　
『
漢
書
』
の
顔
師
古
注
に
、「
季
年
、
末
年
也
」。

④　

初
壞
孔
子
舊
宅
以
廣
其
宮
云
云　
『
漢
書
』
藝
文
志
に
、「
古
文
尚
書
者
、

出
孔
子
壁
中
。
武
帝
末
、
魯
共
王
壞
孔
子
宅

0

0

0

0

、
欲
以
廣
其
宮

0

0

0

0

、
而
得
古
文

尚
書
及
禮
記
・
論
語
・
孝
經
凡
數
十
篇
、
皆
古
字
也
。
共
王
往
入
其
宅
、

聞0

鼓
琴
瑟
鍾
磬
之
音

0

0

0

0

0

0

、
於
是
懼
、
乃
止
不
壞
」。

⑤　

遂
不
敢
壞　
『
漢
書
』
は
「
遂
不
敢
復
壞
」
に
作
る
。
注
②
参
照
。

44　

劉
京
性
恭
孝
、
好
經
學
。
京
都
莒
、
好
宮
室
、
窮
極
伎
巧
、
殿

館
壁
帶
皆
飾
以
金
銀
。
數
上
詩
賦
頌
德
、
帝
嘉
美
之
。
京
國
中
有
城

陽
景
王
祀＊
、
吏
民
奉
祠
。
神
數
下
、
言
宮
中
多
不
便
。
乃
復
徙
宮
開

陽
。

　

劉
京
（
後
漢
の
琅
邪
王
）
は
つ
つ
し
み
深
く
孝
行
な
性
格
で
、
經

學
を
好
ん
だ
。
京
は
莒
（
山
東
省
莒
縣
）
に
都
を
置
き
、
宮
殿
の
修

築
を
好
ん
で
、
技
巧
の
限
り
を
尽
く
し
、
殿
壁
の
横
木
は
み
な
金
銀

で
飾
り
た
て
た
。
し
ば
し
ば
詩
賦
を
奉
っ
て
天
子
の
德
を
頌
め
た
た

え
、
帝
は
そ
れ
を
嘉
し
愛
で
た
。
京
の
國
に
は
城
陽
景
王
の
祠
廟
が

あ
り
、
吏
民
は
そ
の
祭
祀
を
行
な
っ
て
い
た
。
神
が
し
ば
し
ば
降
臨

し
て
、
宮
殿
に
は
い
ろ
い
ろ
不
便
な
と
こ
ろ
が
多
い
と
告
げ
た
。
そ

こ
で
宮
殿
を
開
陽
（
山
東
省
臨
沂
の
北
）
に
移
し
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
祀
：
抄
本
→
祠
。『
後
漢
書
』
光
武
十
王
傳
も
「
祠
」
に
作
る
。
注
②
参

照
。

〔
注
〕

①　

劉
京　

劉
京
（
？
〜
八
一
）
は
、
後
漢
の
光
武
帝
の
子
。
母
は
光
烈
陰

皇
后
。
建
武
十
五
年
に
琅
邪
公
に
封
ぜ
ら
れ
、
十
七
年
に
爵
位
を
王
に
進

め
ら
れ
た
。
諡
は
孝
王
。『
後
漢
書
』
四
二
光
武
十
王
列
傳
に
傳
が
あ
る
。

②　

性
恭
孝
云
云　
『
後
漢
書
』
本
傳
に
、「
京
性
恭
孝

0

0

0

0

、
好
經
學

0

0

0

、
顯
宗
尤

愛
幸
、
賞
賜
恩
寵
殊
異
、
莫
與
爲
比
。
永
平
二
年
、
以
太
山
之
蓋
・
南
武

陽
・
華
、
東
萊
之
昌
陽
・
盧
鄕
・
東
牟
六
縣
益
琅
邪
。
五
年
、
乃
就
國
。

光
烈
皇
后
崩
、
帝
悉
以
太
后
遺
金
寶
財
物
賜
京
。
京
都
莒

0

0

0

、
好0

修
宮
室

0

0

、

窮
極
伎
巧

0

0

0

0

、
殿
館
壁
帶
皆
飾
以
金
銀

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
數
上
詩
賦
頌
德

0

0

0

0

0

0

、
帝
嘉
美

0

0

0

、
下
之

史
官
。
京
國
中
有
城
陽
景
王
祠

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
吏
人
奉
祠

0

0

0

0

。
神
數
下

0

0

0

、
言
宮
中
多
不
便

0

0

0

0

0

0

利
、
京
上
書
願
徙
宮
開
陽

0

0

0

0

、
以
華
・
蓋
・
南
武
陽
・
厚
丘
・
贛
楡
五
縣
易

東
海
之
開
陽
・
臨
沂
、
粛
宗
許
之
。
立
三
十
一
年
薨
、
葬
東
海
卽
丘
廣
平

亭
、
有
詔
割
亭
屬
開
陽
」。

③　

壁
帶　
『
後
漢
書
』
の
李
賢
注
に
、「
壁
帶
、
壁
中
之
横
木
也
。
以
金
銀

①

②

③

④

⑤
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爲
釘
、
飾
其
上
」。

④　

城
陽
景
王
祀　

城
陽
景
王
は
、
前
漢
の
劉
章
（
？
〜
前
一
七
七
）
で
、

斉
の
悼
惠
王
劉
肥
の
子
、
高
祖
劉
邦
の
孫
に
当
た
る
。
呂
后
の
死
後
、
呂

氏
一
族
の
叛
乱
を
平
定
し
、
文
帝
を
擁
立
す
る
の
に
功
績
が
あ
っ
た
。

『
史
記
』
五
二
斉
悼
惠
王
世
家
に
傳
が
あ
る
。『
後
漢
書
』
一
一
劉
盆
子

傳
に
、「
軍
中
常
有
斉
巫
鼓
舞
祠
城
陽
景
王
、
以
求
福
助
。
巫
狂
言
景
王

大
怒
、
曰
、『
當
爲
縣
官
、
何
故
爲
賊
』。
有
笑
巫
者
輒
病
、
軍
中
驚
動
」。

李
賢
注
に
、「
以
其
定
諸
呂
、
安
社
稷
、
故
郡
國
多
爲
立
祠
焉
。
盆
子
承

其
後
、
故
軍
中
祠
之
」。
ま
た
、「
縣
官
、
謂
天
子
也
」。

⑤　

開
陽　
『
後
漢
書
』
本
傳
の
李
賢
注
に
、「
開
陽
、
縣
、
屬
東
海
郡
、
故

城
在
今
沂
州
臨
沂
縣
北
」。

45　

司
馬
道
子
於
府
第
内
築
土
山
、
穿
池
沼
、
樹
竹
木
、
用
功
數
十

百
萬
。
又
使
宮
人
爲
酒
肆
、
酤
賣
於
水
側
、
道
子
與
親
幸
乗
船
、
就

其
家
飲
宴
、
若
在
市
肆
、
以
爲
笑
樂
。
子
元
顕
時
十
六
、
爲
政
苛
刻
、

生
殺
自
己
、
矜
豪
奢
侈
。
發
東
土＊
諸
郡
、
免
奴
爲
客
者
、
號
曰
樂
屬
、

移
置
京
師
、
以
充
兵
役
。
道
子
既
失
威
權
、
遂
終
日
昏
醉
、
不
復
厝

意
、
政
無
大
小
、
一
委
元
顯
。
元
顯
大
治
兵
器
、
聚
徒
十
萬
。
百
姓

饑
饉
、
人
情
危
懼
、
而
道
子
・
元
顯
置
酒
作
樂
、
竟
以
此
敗
。

　

司
馬
道
子
（
東
晉
の
會
稽
王
）
は
屋
敷
内
に
築
山
を
し
つ
ら
え
、

池
沼
を
穿
ち
、
竹
や
木
を
植
え
て
、
費
や
し
た
費
用
は
數
十
萬
か
ら

百
萬
に
も
上
っ
た
。
ま
た
宮
女
に
酒
場
を
開
か
せ
、
水
邊
で
酒
を
賣

ら
せ
て
、
道
子
は
親
し
い
仲
間
と
船
で
乗
り
こ
み
、
酒
場
で
酒
宴
を

開
き
、
あ
た
か
も
市
場
に
お
け
る
よ
う
に
、
笑
い
樂
し
ん
だ
。
息
子

の
元
顕
は
時
に
十
六
歳
で
、
そ
の
為
政
は
苛
酷
で
、
生
か
す
も
殺
す

も
自
分
次
第
、
豪
儀
を
誇
り
奢
侈
を
尽
く
し
た
。
東
土
の
諸
郡
の
元

来
は
奴
隷
で
客
戸
の
身
分
に
な
っ
て
い
る
者
を
、「
樂
屬
」
と
称
し

て
、
京
師
に
移
住
さ
せ
、
兵
役
に
充
て
た
。
道
子
は
権
勢
を
失
墜
す

る
と
、
終
日
酔
い
つ
ぶ
れ
て
、
政
事
に
心
を
注
が
な
く
な
り
、
大
事

も
小
事
も
、
す
べ
て
元
顕
任
せ
に
し
た
。
元
顯
は
大
い
に
軍
備
を
増

強
し
て
、
兵
十
萬
を
集
め
た
。
民
衆
は
饑
え
に
苦
し
み
、
世
情
は
事

態
を
危
惧
し
た
が
、
道
子
・
元
顯
父
子
は
酒
盛
り
に
う
つ
つ
を
抜
か

し
、
つ
い
に
破
滅
に
至
っ
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
東
土
：
諸
本
と
も
「
土
」
字
を
缺
く
が
、『
晋
書
』
簡
文
三
子
傳
に
よ
り

補
う
。
注
③
参
照
。

①

②

③
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〔
注
〕

①　

司
馬
道
子　

司
馬
道
子
（
三
六
五
〜
四
〇
三
）
は
、
東
晋
の
簡
文
帝
の

第
五
子
で
、
孝
文
帝
の
弟
。
母
は
李
夫
人
。
初
め
琅
邪
王
に
封
ぜ
ら
れ
、

十
歳
に
し
て
會
稽
王
に
改
封
さ
れ
た
。
や
が
て
兵
権
を
掌
握
し
て
、
子
の

元
顕
と
共
に
皇
族
中
の
実
力
者
と
な
っ
た
が
、
孫
恩
の
亂
に
直
面
し
て
無

策
の
ま
ま
、
桓
玄
の
蜂
起
に
逢
っ
て
三
十
九
歳
で
自
滅
し
た
。
諡
は
文
孝

王
。『
晋
書
』
六
四
簡
文
三
子
傳
に
傳
が
あ
る
。

②　

於
府
第
内
築
土
山
云
云　
『
晋
書
』
本
傳
に
、「
嬖
人
趙
牙
出
自
優
倡
、

茹
千
秋
本
錢
塘
捕
賊
吏
、
因
賂
諂
進
、
道
子
以
牙
爲
魏
郡
太
守
、
千
秋
驃

騎
諮
議
參
軍
。
牙
爲
道
子
開
東
第
、
築
山
穿
池

0

0

0

0

、
列
樹
竹
木

0

0

0

、
功
用
鉅
萬

0

0

0

0

。

道
子
使
宮
人
爲
酒
肆

0

0

0

0

0

0

、
沽
賣
於
水
側

0

0

0

0

0

、
與
親
昵
乗
船
就

0

0

0

0

0

0

之
飲
宴

0

0

、
以
爲
笑

0

0

0

樂0

。
帝
嘗
幸
其
宅
、
謂
道
子
曰
、『
府
内
有
山
、
因
得
遊
嘱
、
甚
善
也
。

然
修
飾
太
過
、
非
示
天
下
以
儉
』。
道
子
無
以
對
、
唯
唯
而
已
、
左
右
侍

臣
莫
敢
有
言
。
帝
還
宮
、
道
子
謂
牙
曰
、『
上
若
知
山
是
板
築
所
作
、
爾

必
死
矣
』。
牙
曰
、『
公
在
、
牙
何
敢
死
』。
営
造
彌
甚
」。

③　

子
元
顕
時
十
六
云
云　
『
晋
書
』
本
傳
に
、「
道
子
世
子
元
顯

0

0

、
時0

年
十0

六0

、
爲
侍
中
、
心
惡
［
王
］
恭
、
請
道
子
討
之
。
乃
拝
元
顯
爲
征
虜
將
軍
、

其
先
衛
府
及
徐
州
文
武
悉
配
之
。（
中
略
）
會
道
子
有
疾
、
加
以
昏
醉
、

元
顯
知
朝
望
去
之
、
謀
奪
其
權
、
諷
天
子
解
道
子
揚
州
・
司
徒
、
而
道
子

不
之
覺
。
元
顯
自
以
少
年
頓
居
權
重
、
慮
有
譏
議
、
於
是
以
琅
邪
王
領
司

徒
、
元
顯
自
爲
揚
州
刺
史
。
旣
而
道
子
酒
醒
、
方
知
去
職
、
於
是
大
怒
、

而
無
如
之
何
。（
中
略
）
元
顯
性
苛
刻

0

0

、
生
殺
自
己

0

0

0

0

、
法
順
屢
諫
、
不
納
。

又
發
東
土
諸
郡
免
奴
爲
客
者

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
號
曰
樂
屬

0

0

0

0

、
移
置
京
師

0

0

0

0

、
以
充
兵
役

0

0

0

0

、
東

土
囂
然
、
人
不
堪
命
、
天
下
苦
之
矣
。
旣
而
孫
恩
乘
釁
作
亂
、
加
道
子
黃

鉞
、
元
顯
爲
中
軍
以
討
之
、
又
加
元
顯
錄
尚
書
事
。
然
道
子
更
爲
長
夜
之

飲
、
政
無
大
小

0

0

0

0

、
一
委
元
顯

0

0

0

0

。
時
謂
道
子
爲
東
錄
、
元
顕
爲
西
錄
。
西
府

車
騎
塡
湊
、
東
第
門
下
可
設
雀
羅
矣
」。

46　

劉
休
祐
在
荆
州
、
裒
刻
在
所＊
、
多
營
財
貨
。
以
短
錢
一
百
賦
民
、

田
登
、
既
就
求
白
米
一
斛
、
米
粒
皆
令
潔＊
白
、
若
有
破
折
者
、
悉
刪

揀＊
不
受
。
民
間
糴
此
米
、
一
斗＊
一
百
。
至
時
又
不
受
米
、
計＊
米
責
錢
。

百
姓
嗷
然
、
不
復
堪
命
。
性
狠
戻＊
、
前
後
忤
上
非
一
。
且
慮＊
將
來
難

制
、
遂＊
方
便
殺＊
之
。
諡
刺
王
。

　

劉
休
祐
（
宋
の
晉
平
王
）
は
荊
州
の
刺
史
の
と
き
、
至
る
所
で
民

財
を
奪
い
取
り
、
盛
ん
に
財
貨
を
貯
え
た
。「
短
錢
」
百
枚
を
民
に

貸
し
つ
け
、
収
穫
の
際
に
は
、
白
米
一
斛
を
取
り
た
て
て
、
米
粒
は

み
な
ま
っ
白
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
缺
け
た
り
割
れ
た
り
し
た

も
の
が
あ
れ
ば
、
す
べ
て
除
き
取
っ
て
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
民
間

で
こ
の
米
を
売
り
出
す
と
き
に
は
、
一
斗
に
百
錢
の
値
が
つ
い
た
。

［
休
祐
は
］
米
が
届
い
て
も
受
け
取
ら
ず
、
米
を
量
っ
て
［
そ
れ
に

相
当
す
る
］
錢
を
求
め
た
。
民
衆
は
悲
鳴
を
上
げ
、
と
て
も
そ
の
命

①

②

③

④
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に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
休
祐
は
ね
じ
け
た
性
格
で
、
お
上
（
明

帝
）
に
逆
ら
う
こ
と
が
一
再
な
ら
ず
あ
っ
た
。［
お
上
は
］
将
来
手

に
負
え
な
く
な
る
の
を
慮
り
、
機
会
を
設
け
て
殺
し
た
。
諡
を
剌
王

と
い
う
。

〔
校
　
勘
〕

＊
在
所
：
四
庫
本
→
所
在
。『
宋
書
』
文
九
王
傳
も
同
じ
。
＊
潔
：『
宋
書
』

→
徹
。
＊
揀
：『
宋
書
』
→
簡
。
＊
斗
：『
宋
書
』
→
升
。
＊
計
：『
宋
書
』

→
評
。
＊
性
狠
戻
：『
宋
書
』
→
狠
戻
強
梁
。
＊
且
慮
：『
宋
書
』
は
下
に

「
休
祐
」
二
字
が
あ
る
。
＊
遂
：『
宋
書
』
→
欲
。
＊
殺
：『
宋
書
』
→
除
。

〔
注
〕

①　

劉
休
祐　

劉
休
祐
（
四
四
五
〜
四
七
一
）
は
、
宋
の
文
帝
の
第
十
三
子
。

母
は
邢
美
人
。
初
め
山
陽
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
の
ち
晉
平
王
に
改
封
さ
れ
た
。

ま
た
荊
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
兄
明
帝
に
そ
の
性
格
を
悪
ま
れ
て
暗
殺

さ
れ
た
。
諡
は
剌
王
。『
宋
書
』
七
二
文
九
王
傳
・『
南
史
』
一
四
宋
王
室

及
諸
王
傳
に
傳
が
あ
る
。

②　

在
荊
州
云
云　
『
宋
書
』
本
傳
に
、「
休
祐
素
無
才
能
、
強
梁
自
用
。
大

明
之
世
、
年
尚
少
、
未
得
自
專
、
至
是
貪
淫
、
好
財
色
。
在
荊
州

0

0

0

、
裒
刻

0

0

所
在

0

0

、
多
營
財
貨

0

0

0

0

。
以
短
錢
一
百
賦
民

0

0

0

0

0

0

0

、
田
登

0

0

、
就
求
白
米
一
斛

0

0

0

0

0

0

、
米
粒

0

0

皆
令
徹
白

0

0

0

0

、
若
有
破
折
者

0

0

0

0

0

、
悉
刪

0

0

簡0

不
受

0

0

。
民0

間0

糶
此
米

0

0

0

、
一0

升
一
百

0

0

。

至
時
又
不
受
米

0

0

0

0

0

0

、
評
米
責
錢

0

0

0

。
凡
諸
求
利
、
皆
悉
如
此
、
百
姓
嗷
然

0

0

0

0

、
不0

復
堪
命

0

0

0

」。『
南
史
』
本
傳
に
も
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
事
が
あ
る
。

③　

短
錢　

百
錢
未
満
の
金
額
を
以
て
百
錢
と
す
る
制
度
。
た
と
え
ば
七
十

錢
を
百
錢
と
し
て
他
人
に
貸
与
し
、
返
還
時
に
は
満
額
の
百
錢
を
求
め
る

と
す
れ
ば
、
差
額
三
十
錢
の
利
益
を
得
る
こ
と
に
な
る
。「
短
陌
」
と
も

い
い
、「
長
錢
」「
足
陌
」
と
対
応
す
る
。『
抱
朴
子
』
微
旨
篇
に
、「
取
人

長
錢
、
還
人
短
陌
」。
後
の
資
料
な
が
ら
、『
金
史
』
食
貨
志
に
、「
時
民

間
以
八
十
爲
陌
、
謂
之
短
錢
、
官
用
足
陌
、
謂
之
長
錢
」。

④　

性
狠
戻　
『
宋
書
』
本
傳
に
、「
休
祐
狠
戻

0

0

強
梁
、
前
後
忤
上
非
一

0

0

0

0

0

0

。
在

荊
州
時
、
左
右
苑
景
達
善
彈
棊
、
上
召
之
、
休
祐
留
不
遣
。
上
怒
、
詰
責

之
曰
、『
汝
剛
戾
如
此
、
豈
爲
下
之
義
』。
積
不
能
平
。
且
慮

0

0

休
祐
將
來
難

0

0

0

制0

、
欲
方
便

0

0

除
之0

。
七
年
二
月
、
車
駕
於
巖
山
射
雉
、
有
一
雉
不
肯
入
場
、

日
暮
將
反
、
令
休
祐
射
之
。
語
云
、『
不
得
雉
、
勿
歸
』。
休
祐
時
從
在
黃

麾
内
、
左
右
從
者
並
在
部
伍
後
、
休
祐
便
馳
去
、
上
遣
左
右
數
人
隨
之
。

上
旣
還
、
前
驅
清
道
、
休
祐
人
從
悉
分
散
、
不
復
相
得
、
上
因
遣
壽
寂
之

等
諸
將
追
之
。
日
已
欲
闇
、
與
休
祐
相
及
、
逼
令
墜
馬
。
休
祐
素
勇
壮
有

気
力
、
奮
拳
左
右
排
撃
、
莫
得
近
。
有
一
人
後
引
陰
、
因
頓
地
、
卽
共
殴

拉
殺
之
。
乃
遣
人
馳
白
上
、
行
唱
、『
驃
騎
落
馬
』。
上
曰
、『
驃
騎
體
大
、

落
馬
殊
不
易
』。
卽
遣
御
醫
絡
驛
相
係
。
頃
之
、
休
祐
左
右
人
至
、
久
已

絶
。
去
車
脚
、
輿
以
還
第
、
時
年
二
十
七
。
追
贈
司
空
・
持
節
・
侍
中
・

都
督
・
刺
史
如
故
、
給
班
劍
二
十
人
、
三
望
車
一
乘
。
時
巴
陵
王
休
若
在

江
陵
、
其
日
卽
馳
信
報
休
若
曰
、『
吾
與
驃
騎
南
山
射
雉
、
驃
騎
馬
驚
、

與
直
閣
夏
文
秀
馬
相
蹹
、
文
秀
墮
地
、
驃
騎
失
鞚
、
馬
驚
、
觸
松
樹
墮
地
、
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金
樓
子
訳
注
（
十
二
）（
興
膳
）

落
硎
中
、
時
頓
悶
、
不
識
人
、
故
馳
報
弟
』。
其
年
五
月
、
追
免
休
祐
爲

庶
人
」。

47　

劉
義
康
性
好
吏
職
、
鋭
意
文
案
、
是
非
莫
不
精
盡
。
爲
侍
中
・

司
徒
・
録
尚
書
事
、
既
専
總
朝
政
、
生
殺
大
事
、
皆
以
録
命
斷
之
。

凡
所
陳
奏
、
入
無
不
可
、
方
伯
以
下
、
並
委
義
康
授
用
。
由
是
朝
野

輻
湊
、
勢
傾
天
下
。
義
康
亦
自
強
不
息
、
無
有
懈
倦
。
府
門
毎
旦
常

有
數
百
乗
車
、
雖
復
位
卑
人
微
、
皆
被
引
接
。
又
聰
識
過
人
、
一
聞

必
記
、
嘗
所
暫
遇
、
終
身＊
不
忘
。
稠
人
廣
坐
、
毎
標
題
所
憶
、
以
示

聰
明
、
物
議
益＊
以
此
推
服
之
。
愛
惜
官
爵
、
未
嘗
以
階
級
私
人
。
凡

朝
士
有
才
用
者
、
皆
引
入
己
府
、
無
施
及
忤
旨
、
即
度
爲
臺
官
、
自

下
樂
爲
竭
力
、［
不
敢
欺
負
］。
私
置
僮
六
千
餘
人
、
不
以
言
臺
。
時

四
方
獻
饋
、
皆
以
上
品
薦
義
康
、
而
以
次
者
供
御
。
上
嘗
冬
月＊
噉
柑
、

歎
其
形
味
並
劣
。
義
康
在
坐
、
曰
、「
今
年
柑
殊
有
佳
者
」。
遣
人
還

東
府
取
柑
、
大
供
御
者
三
寸
。
因
此
見
廢
。

　

劉
義
康
（
宋
の
彭
城
王
）
は
行
政
の
職
務
が
好
き
な
性
格
で
、
公

文
書
の
文
案
に
意
を
注
ぎ
、
そ
の
是
非
を
精
細
に
検
討
し
た
。
侍

中
・
司
徒
・
錄
尚
書
事
と
な
っ
て
、
朝
政
を
総
覽
す
る
よ
う
に
な
る

と
、
生
殺
の
大
事
は
、
み
な
錄
尚
書
事
の
命
に
よ
っ
て
決
裁
さ
れ
た
。

彼
が
奏
上
す
る
こ
と
で
、
聞
き
入
れ
ら
れ
ぬ
も
の
は
な
く
、
地
方
長

官
以
下
の
任
命
は
、
み
な
人
事
權
を
任
さ
れ
て
い
た
。
か
く
て
朝
廷

の
内
外
か
ら
人
気
が
集
ま
り
、
そ
の
権
勢
は
天
下
を
傾
け
る
ほ
ど
だ

っ
た
。
義
康
は
ま
た
た
ゆ
ま
ず
自
己
努
力
を
続
け
、
倦
む
こ
と
が
な

か
っ
た
。
役
所
の
門
前
に
は
毎
朝
い
つ
も
數
百
台
の
車
が
並
び
、
身

分
や
地
位
の
低
い
人
で
も
、
す
べ
て
引
見
さ
れ
た
。
ま
た
抜
群
の
記

憶
力
を
持
ち
、
一
度
耳
に
し
た
こ
と
は
必
ず
覚
え
て
い
て
、
ち
ょ
っ

と
出
会
っ
た
人
で
も
、
終
生
忘
れ
な
か
っ
た
。
大
勢
の
人
の
集
ま
る

中
で
、
記
憶
す
る
と
こ
ろ
を
指
し
示
し
て
、
聡
明
さ
を
誇
示
し
、
世

間
の
評
判
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
。
官
位
や
爵
位
を
尊
重
し
、
決
し

て
位
階
を
私
物
化
し
な
か
っ
た
。
朝
廷
で
才
覚
の
あ
る
者
が
い
れ
ば
、

み
な
自
分
の
王
府
に
引
き
入
れ
、
能
力
を
伸
ば
せ
な
か
っ
た
り
意
に

叶
わ
ぬ
者
は
、
政
府
の
官
に
着
け
て
や
り
、
謙
虚
に
喜
ん
で
力
を
尽

く
し
て
、［
裏
切
る
こ
と
が
な
か
っ
た
］。
私
的
に
僮
僕
六
千
人
餘
り

を
置
い
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
を
朝
廷
に
は
報
告
し
て
い
な
か
っ
た
。

各
地
か
ら
獻
上
品
が
あ
る
と
き
に
は
、
み
な
最
上
の
も
の
を
義
康
に

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
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獻
じ
、
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
を
帝
（
文
帝
）
に
獻
じ
た
。
帝
が
か
つ
て

冬
に
蜜
柑
を
食
べ
、
そ
の
形
も
味
も
劣
る
の
を
こ
ぼ
し
た
。
そ
の
場

に
い
た
義
康
が
「
今
年
の
蜜
柑
に
は
と
て
も
良
い
も
の
が
あ
り
ま

す
」
と
い
っ
て
、
使
い
を
遣
っ
て
東
府
か
ら
蜜
柑
を
取
っ
て
来
さ
せ

る
と
、
帝
へ
の
獻
上
品
よ
り
も
三
寸
も
大
き
か
っ
た
。
そ
れ
が
も
と

で
王
を
廢
さ
れ
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
身
：
抄
本
・
四
庫
本
→
生
。『
宋
書
』
武
二
王
傳
は
「
生
」、『
南
史
』
宋

宗
室
及
諸
王
傳
は
「
身
」
に
作
る
。
＊
益
：
筆
記
小
説
大
観
本
→
亦
。
＊
冬

月
：
抄
本
→
月
冬
。

〔
注
〕

①　

劉
義
康　

劉
義
康
（
四
〇
九
〜
四
五
一
）
は
、
宋
の
武
帝
劉
裕
の
第
四

子
で
、
文
帝
の
異
母
弟
。
母
は
王
修
容
。
小
字
は
車
子
。
十
二
歳
で
彭
城

王
に
封
ぜ
ら
れ
、
文
帝
の
治
下
で
大
権
を
握
っ
て
と
き
め
い
た
が
、
范
曄

等
が
彼
を
帝
に
立
て
よ
う
と
す
る
密
謀
が
露
見
し
て
、
身
分
を
庶
人
に
落

と
さ
れ
、
の
ち
殺
さ
れ
た
。『
宋
書
』
六
八
武
二
王
傳
・『
南
史
』
一
三
宋

宗
室
及
諸
王
傳
上
に
傳
が
あ
る
。

②　

性
好
吏
職
云
云　
『
宋
書
』
本
傳
に
、「
義
康
性
好
吏
職

0

0

0

0

0

0

、
鋭
意
文
案

0

0

0

0

、

糾
剔
是
非

0

0

、
莫
不
精
尽

0

0

0

0

。
旣
專
總
朝
權

0

0

0

0

0

、
事
決
自
己
、
生
殺
大
事

0

0

0

0

、
以
錄

0

0

命
斷
之

0

0

0

。
凡
所
陳
奏

0

0

0

0

、
入
無
不
可

0

0

0

0

、
方
伯
以
下

0

0

0

0

、
並
委
義
康
授
用

0

0

0

0

0

0

、
由
是

0

0

朝
野
輻
輳

0

0

0

0

、
勢
傾
天
下

0

0

0

0

。
義
康
亦
自
強
不
息

0

0

0

0

0

0

0

、
無
有
懈
倦

0

0

0

0

。
府
門
毎
旦
常

0

0

0

0

0

有
數
百
乘
車

0

0

0

0

0

、
雖
復
位
卑
人
微

0

0

0

0

0

0

、
皆
被
引
接

0

0

0

0

。
又
聰
識
過
人

0

0

0

0

0

、
一
聞
必
記

0

0

0

0

、

常
所
暫
遇

0

0

0

0

、
終
生
不
忘

0

0

0

0

。
稠
人
廣

0

0

0

席
、
毎
標
所
憶
以
示
聰
明

0

0

0

0

0

0

0

0

、
人
物
益
以

0

0

0

此
推
服
之

0

0

0

0

。
愛
惜
官
爵

0

0

0

0

、
未
嘗
以
階
級
私
人

0

0

0

0

0

0

0

、
凡
朝
士
有
才
用
者

0

0

0

0

0

0

0

、
皆
引

0

0

入
己
府

0

0

0

、
無
施
及
忤
旨

0

0

0

0

0

、
卽
度
爲
臺
官

0

0

0

0

0

。
自
下
樂
爲
竭
力

0

0

0

0

0

0

、
不
敢
欺
負
」。

『
南
史
』
本
傳
に
も
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
事
が
あ
る
。

③　

爲
侍
中
・
司
徒
・
録
尚
書
事　
『
宋
書
』
本
傳
に
、「
元
嘉
」
六
年
、
司

徒
王
弘
表
義
康
宜
還
入
輔
、
徴
侍
中
・
都
督
揚
・
南
徐
・
兗
三
州
諸
軍
事
、

司
徒
・
錄
尚
書
事
、
領
平
北
將
軍
・
南
徐
州
刺
史
、
持
節
如
故
。
二
府
並

置
佐
領
兵
、
與
王
弘
共
輔
朝
政
。
弘
旣
多
疾
、
且
毎
事
推
謙
、
自
是
内
外

衆
務
、
一
斷
之
義
康
」。
錄
尚
書
事
は
、
總
錄
尚
書
省
事
の
略
で
、
行
政

の
全
権
を
握
る
最
高
の
権
力
者
。

④　

自
強
不
息　
「
易
」
乾
卦
の
象
伝
に
、「
天
行
健
、
君
子
以
自
強
不
息
」。

⑤　

物
議　
『
宋
書
』『
南
史
』
の
本
傳
は
「
人
物
」
に
作
る
。
注
②
参
照
。

⑥　

不
敢
欺
負　
『
宋
書
』
本
伝
に
よ
り
補
う
。
注
②
参
照
。

⑦　

私
置
僮
六
千
餘
人　
『
宋
書
』
本
傳
に
、「
私
置
僮

0

0

0

部
六
千
餘
人

0

0

0

0

、
不
以

0

0

言
臺

0

0

。
四
方
獻
饋

0

0

0

0

、
皆
以
上
品
薦
義
康

0

0

0

0

0

0

0

、
而
以
次
者
供
御

0

0

0

0

0

0

。
上
嘗
冬
月
噉

0

0

0

0

0

甘0

、
歎
其
形
味
並
劣

0

0

0

0

0

0

。
義
康
在
坐
曰

0

0

0

0

0

、『
今
年
甘
殊
有
佳
者

0

0

0

0

0

0

0

』。
遣
人
還
東

0

0

0

0

府
取
甘

0

0

0

、
大
供
御
者
三
寸

0

0

0

0

0

0

」。『
南
史
』
本
傳
に
も
ほ
ぼ
同
文
の
記
事
が
あ

る
。
た
だ
し
『
宋
書
』
が
「
僮
部
」
に
作
る
個
所
は
、『
南
史
』
で
は

『
金
樓
子
』
と
同
じ
く
「
部
」
字
を
缺
く
。

⑧　

因
此
見
廢　
『
金
樓
子
』
で
は
蜜
柑
の
事
件
が
劉
義
康
の
蹉
跌
の
原
因
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と
な
っ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
事
実
で
は
な
く
、
注
①
に
記
し
た

よ
う
に
、
范
曄
等
が
義
康
を
帝
に
推
戴
し
よ
う
と
し
た
事
件
が
発
生
し
た

た
め
で
あ
る
。『
宋
書
』
五
文
帝
紀
に
、「［
元
嘉
二
十
二
年
］
十
二
月
乙

未
、
太
子
詹
事
范
曄
謀
反
、
及
黨
與
皆
伏
誅
。
丁
酉
、
免
大
將
軍
彭
城
王

義
康
爲
庶
人
」。
ま
た
本
傳
に
、「
元
嘉
」
二
十
二
年
、
太
子
詹
事
范
曄
等

謀
反
、
事
逮
義
康
、
事
在
曄
傳
（
中
略
）
二
十
八
年
正
月
、
遣
中
書
舎
人

嚴
龍
齎
藥
賜
死
。
義
康
不
肯
服
藥
、
曰
、『
佛
教
自
殺
不
復
得
人
身
、
便

隨
宜
見
處
分
』。
乃
以
被
揜
殺
之
、
時
年
四
十
三
、
以
侯
禮
葬
安
成
」。

48　

劉
義
恭
鎭
彭
城
、
伐
魯
郡
孔
子
舊
廟
柏
樹
二
十
四
株
、
經
歴

漢
・
晉
、
其
大
連
抱
者
二
株
先
倒
折
、
土
人
崇
敬
、
莫
之
敢
犯
。
義

恭
悉
遣
人
伐
取
之
、
父
老
莫
不
歎＊
息
。
義
恭
性
嗜
不
恒
、
與
時
移
變
、

自
始
至
終
、
屢
遷
第
宅
。
與
人
游
款
、
意
好
亦
多
不
終
。
而
奢
侈
無

度
、
不
愛
財
寶
、
左
右
親
幸
者
、
一
日
先＊
與
一
二
百
萬
、
小
有
忤
旨＊
、

輒
追
奪
之
。
大
明
時
、
資
供
豐
厚
、
而
用
常＊
不
足
、
賒
市
百
姓＊
物
、

無
錢
可
還
、
民
有
通
辭
求
錢
者
、
輒
題
後
作
原
字
。
善
騎
馬
、
解
音

樂
、
游
行
或
三
五
百
里
、
東
至
呉
郡
、
登
虎
丘＊
山
、
又
登
無
錫
烏
山

以
望
太
湖
。

　

劉
義
恭
（
宋
の
江
夏
王
）
は
彭
城
（
江
蘇
省
徐
州
）
に
鎭
し
た
と
き
、

魯
郡
の
孔
子
の
舊
廟
に
あ
っ
た
柏
樹
二
十
四
株
を
斬
っ
た
が
、
そ
れ

ら
は
漢
か
ら
晉
の
時
代
を
経
た
も
の
で
、
周
り
が
一
抱
え
も
あ
る
大

き
な
二
株
は
先
に
倒
れ
て
い
て
、
土
地
の
人
々
に
崇
敬
さ
れ
て
お
り
、

誰
も
そ
れ
に
手
出
し
を
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
義
恭
は
人
を
遣

っ
て
木
を
伐
採
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
故
老
た
ち
は
誰
も
が
歎
息
し

た
。
義
恭
は
移
り
気
な
性
格
で
、
好
み
が
時
に
よ
っ
て
変
わ
り
、
生

涯
の
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
、
し
ば
し
ば
邸
宅
を
遷
っ
た
。
人
と
の

交
遊
に
し
て
も
、
親
し
さ
が
長
く
続
か
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
さ

ら
に
贅
沢
ぶ
り
は
度
を
過
ご
し
て
い
て
、
財
宝
を
大
切
に
せ
ず
、
側

近
の
お
気
に
入
り
に
、
あ
る
と
き
一
二
百
萬
錢
を
ぽ
ん
と
與
え
て
お

き
な
が
ら
、
少
し
で
も
気
に
食
わ
ぬ
こ
と
が
あ
れ
ば
、
後
で
取
り
上

げ
て
し
ま
っ
た
。
大
明
年
間
（
四
五
七
〜
四
六
四
）
に
、
義
恭
の
資
産

は
豊
か
な
も
の
だ
っ
た
が
、
使
う
お
金
が
い
つ
も
足
ら
ず
、
民
の
持

ち
物
を
後
払
い
で
買
っ
て
、
返
済
す
べ
き
金
銭
が
な
い
の
で
、
民
が

書
面
で
支
払
い
を
求
め
る
と
、
い
つ
も
題
の
後
に
「
原
」（
免
除
す

る
）
の
字
を
書
き
つ
け
た
。
騎
馬
を
善
く
し
、
音
楽
を
解
し
て
、
出

か
け
る
と
時
に
は
三
百
里
か
ら
五
百
里
に
も
及
び
、
東
で
は
呉
郡

（
蘇
州
）
に
至
っ
て
、
虎
丘
山
に
登
り
、
ま
た
無
錫
の
烏
山
に
登
っ

①

②③

④
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て
太
湖
を
遠
望
し
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
歎
：
四
庫
本
→
嘆
。
＊
先
：
抄
本
・
百
子
本
・
筆
記
小
説
大
観
本
→
乞
。

＊
旨
：
百
子
本
・
筆
記
小
説
大
観
本
→
意
。
＊
用
常
：
四
庫
本
→
常
用
。
＊

姓
：
抄
本
→
性
。
＊
丘
：
抄
本
・
四
庫
本
→
邱

〔
注
〕

①　

劉
義
恭　

劉
義
恭
（
四
一
三
〜
四
六
五
）
は
、
宋
の
武
帝
の
第
五
子
で
、

文
帝
と
彭
城
王
劉
義
康
の
異
母
弟
。
母
は
袁
美
人
。
聰
明
さ
と
秀
で
た
容

姿
で
武
帝
の
寵
愛
を
得
た
。
文
帝
の
初
年
、
江
夏
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
劉
義

康
の
失
脚
後
は
侍
中
・
司
徒
・
錄
尚
書
事
に
任
ぜ
ら
れ
て
、
文
帝
に
信
任

さ
れ
た
。
し
か
し
、
晩
年
に
は
、
柳
元
景
と
共
に
廢
帝
子
業
の
廃
位
を
謀

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
殺
さ
れ
た
。
著
書
に
『
要
記
』
五
巻
が
あ
る
。『
宋

書
』
六
一
武
三
王
傳
・『
南
史
』
一
三
宋
宗
室
及
諸
王
傳
上
に
傳
が
あ
る
。

②　

鎭
彭
城
云
云　
『
宋
書
』
本
傳
に
、「［
元
嘉
］
二
十
七
年
春
、
索
虜

（
北
魏
）
寇
豫
州
、
太
祖
因
此
欲
開
定
河
洛
。
其
秋
、
以
義
恭
總
統
羣
帥
、

出
鎭
彭
城

0

0

0

。
解
國
子
祭
酒
。
虜
遂
深
入
、
徑
至
瓜
歩
、
義
恭
與
世
祖
閉
彭

城
自
守
。
二
十
八
年
春
、
虜
退
走
、
自
彭
城
北
過
、
義
恭
震
懼
不
敢
追
。

（
中
略
）
魯
郡
孔
子
舊

0

0

0

0

0

庭
有
栢
樹
二
十
四
株

0

0

0

0

0

0

、
經
歷
漢

0

0

0

・
晉0

、
其
大
連
抱

0

0

0

0

。

有
二
株
先
折
倒

0

0

0

0

0

、
土
人
崇
敬

0

0

0

0

、
莫
之
敢
犯

0

0

0

0

、
義
恭
悉
遣
人
伐
取

0

0

0

0

0

0

0

、
父
老
莫

0

0

0

不
歎
息

0

0

0

」。『
南
史
』
本
傳
に
も
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
事
が
あ
る
。

③　

大
連
抱　

漢
の
司
馬
相
如
「
上
林
賦
」（『
史
記
』
一
一
七
・『
漢
書
』

五
七
の
司
馬
相
如
傳
・『
文
選
』
八
）
に
、
天
子
の
上
林
の
樹
木
の
さ
ま

を
描
い
て
、「
長
千
仞
、
大
連
抱

0

0

0

」。『
漢
書
』
の
顔
師
古
注
に
、「
八
尺
曰

仞
。
連
抱
者
、
言
非
一
人
所
抱
」。

④　

義
恭
性
嗜
不
恒
云
云　
『
宋
書
』
本
傳
に
、「
義
恭
性
嗜
不
恒

0

0

0

0

0

0

、
日
時
移

0

0

變0

、
自
始
至
終

0

0

0

0

、
屢
遷
第
宅

0

0

0

0

。
與
人
遊
欵

0

0

0

0

、
意
好
亦
多
不
終

0

0

0

0

0

0

。
而
奢
侈
無

0

0

0

0

度0

、
不
愛
財
寶

0

0

0

0

、
左
右
親
幸
者

0

0

0

0

0

、
一
日

0

0

乞
與0

、
或
至
一
二
百
萬

0

0

0

0

、
小
有
忤

0

0

0

意
、
輒
追
奪
之

0

0

0

0

。
大
明
時

0

0

0

、
資
供
豊
厚

0

0

0

0

、
而
用
常
不
足

0

0

0

0

0

、
賖
市
百
姓
物

0

0

0

0

0

、

無
錢
可
還

0

0

0

0

、
民
有
通
辭
求
錢
者

0

0

0

0

0

0

0

、
輒
題
後
作
原
字

0

0

0

0

0

0

。
善
騎
馬

0

0

0

、
解
音

0

0

律
、

遊
行
或
三
五
百
里

0

0

0

0

0

0

0

、
世
祖
恣
其
所
之
。
東
至
呉
郡

0

0

0

0

、
登
虎
丘
山

0

0

0

0

、
又
登
無

0

0

0

錫0

縣
烏
山
以
望
太
湖

0

0

0

0

0

0

」。『
南
史
』
本
伝
も
ほ
ぼ
同
じ
。

49　

劉
義
宣
在
荆
鎭
十
年
、
兵
彊
財
富
、
既
首
創
大
義
、
誅
元
凶
劭
、

威
名
蓋
天
下
、
凡
所
求
欲
、
無
不
畢
從
。
朝
廷
所
下
制
度
、
意
所
不

同
者
、
一
不
遵
奉
。
嘗
獻
世
祖
酒
、
先
自
酌
飲
、
封
送
所
餘
、
其
不

識
大
體
也
如
此
。

　

劉
義
宣
（
宋
の
南
郡
王
）
は
荊
州
に
鎭
す
る
こ
と
十
年
、
軍
備
を

強
化
し
財
産
を
蓄
え
、
率
先
し
て
大
義
を
掲
げ
て
、
元
凶
の
劉
劭
を

誅
殺
し
、
そ
の
威
名
は
天
下
に
徧
く
、
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、

意
に
か
な
わ
ぬ
も
の
は
な
か
っ
た
。
朝
廷
が
下
し
た
制
度
に
、
意
に

①

②

③
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そ
ぐ
わ
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
全
く
従
わ
な
か
っ
た
。
か
つ
て
世
祖

（
孝
武
帝
）
に
酒
を
献
上
す
る
時
に
は
、
ま
ず
自
分
が
飲
ん
で
、
そ

の
飲
み
残
し
に
封
を
し
て
送
る
あ
り
さ
ま
で
、
事
理
の
本
質
を
わ
き

ま
え
ぬ
さ
ま
は
か
く
の
通
り
だ
っ
た
。

〔
注
〕

①　

劉
義
宣　

劉
義
宣
（
四
一
五
〜
四
五
四
）
は
、
宋
の
武
帝
の
第
六
子
。

文
帝
及
び
劉
義
康
・
劉
義
恭
の
異
母
弟
。
母
は
孫
美
人
。
文
帝
の
下
で
竟

陵
王
、
次
い
で
南
譙
王
に
封
ぜ
ら
れ
た
。
文
帝
の
太
子
劭
が
父
を
殺
し
て

即
位
す
る
と
、
率
先
し
て
そ
の
討
伐
に
乗
り
だ
し
、
そ
の
功
績
に
よ
っ
て

絶
大
な
地
位
を
築
き
、
孝
武
帝
の
即
位
後
に
南
郡
王
に
改
封
さ
れ
た
。
し

か
し
江
州
刺
史
臧
質
と
共
謀
し
て
叛
乱
を
企
て
た
も
の
の
、
失
敗
に
終
わ

り
、
殺
さ
れ
た
。『
宋
書
』
六
八
武
二
王
傳
・『
南
史
』
一
三
宋
宗
室
及
諸

王
傳
に
傳
が
あ
る
。

②　

在
荆
鎭
十
年
云
云　
『
宋
書
』
本
傳
に
、「
於
是
改
授
都
督
荊
・
湘
・

雍
・
益
・
梁
・
寧
・
南
北
秦
八
州
諸
軍
事
・
荊
・
湘
二
州
刺
史
、
持
節
・

侍
中
・
丞
相
如
故
。（
中
略
）
義
宣
在
鎭
十
年
、
兵
強
財
富
。
旣
首
創
大

義
、
威
名
著
天
下
、
凡
所
求
欲
、
無
不
必
從
。
朝
廷
所
下
制
度
、
意
所
不

同
者
、
一
不
遵
承
。
嘗
獻
世
祖
酒
、
先
自
酌
飲
、
封
送
所
餘
、
其
不
識
大

體
如
此
」。『
南
史
』
本
傳
に
も
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
事
が
あ
る
。

③　

元
凶
劭　

劉
劭
（
四
二
六
〜
四
五
三
）、
字
は
休
遠
。
宋
の
文
帝
の
長

子
で
、
六
歳
に
し
て
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
た
。
元
嘉
三
十
年
、
父
文
帝
を

弑
し
て
自
ら
立
ち
、
太
初
と
改
元
し
た
が
、
ほ
ど
な
く
弟
の
武
陵
王
劉
駿

等
に
滅
ぼ
さ
れ
、
殺
さ
れ
た
。「
元
凶
」
と
称
さ
れ
る
。『
宋
書
』
九
九
二

凶
傳
・『
南
史
』
一
四
宋
宗
室
及
諸
王
傳
に
傳
が
あ
る
。　

　

爲
臧
質
所
説
、
俄
擧
兵
反
。
以
第
八
子
慆
爲
輔
國
將
軍
・
荆
州
刺

史
、
左
司
馬
竺
超
民
輔
之
。
王
玄
謨
舟
師
頓
梁
山
洲
内
、
東
西
兩
岸

爲
卻＊
月
城
、
營
柵
甚
固
。
撫
軍
柳
元
景
據
姑
熟
。
臧
質
徑
入
梁
山
、

去
玄
謨
一
里
許
結
營
。
義
宣
屯
蕪
湖
。
西
南
風
猛
、
質
乗
風
從
流
攻

玄
謨
西
壘
、
冗
從
僕
射
胡
子
友
等
戰
失
利
、
棄
壘
渡
、
就
玄
謨
。
義

宣
至
梁
山
、
歩
軍
東
岸
攻
玄
謨
。
玄
謨
分
遣
游
撃
將
軍
垣
護
之
・
竟

陵
太
守
薛
安
都
出
壘
奮
撃
、
大
破
之
。
軍
人
一
時
投
水
。
護
之
因
風

縱
火
、
焚
其
舟
乗
、
風
勢
猛
、
煙＊
焰
覆
江
、
縱
兵
攻
之
、
大
衆
奔
潰
。

　

臧
質
に
説
得
さ
れ
て
、
俄
か
に
叛
乱
の
兵
を
挙
げ
た
。
第
八
子
の

慆
を
輔
國
將
軍
・
荊
州
刺
史
と
し
、
左
司
馬
竺
暢
民
を
輔
佐
と
し
た
。

王
玄
謨
の
水
軍
が
梁
山
（
安
徽
省
）
の
洲
内
に
駐
屯
し
て
い
て
、
東

西
の
両
岸
を
半
月
状
の
砦
と
し
、
防
御
態
勢
は
き
わ
め
て
堅
固
だ
っ

た
。
撫
軍
將
軍
柳
元
景
は
姑
熟
（
安
徽
省
）
を
拠
点
と
し
て
い
た
。

④

⑤

⑥

⑦

⑧
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臧
質
は
ま
っ
直
ぐ
梁
山
に
入
り
、
王
玄
謨
か
ら
一
里
ほ
ど
離
れ
た
と

こ
ろ
に
陣
を
構
え
、
劉
義
宣
は
蕪
湖
（
安
徽
省
）
に
陣
取
っ
た
。
西

南
の
風
が
激
し
く
吹
い
た
の
で
、
臧
質
は
風
に
乗
り
流
れ
に
従
っ
て
、

王
玄
謨
の
西
壘
を
攻
撃
し
た
が
、
冗
從
僕
射
の
胡
子
反
は
戦
況
が
不

利
に
な
る
と
、
壘
を
放
棄
し
て
川
を
渡
り
、
王
玄
謨
方
に
就
い
た
。

劉
義
宣
は
梁
山
に
至
る
や
、
歩
兵
で
東
岸
か
ら
王
玄
謨
を
攻
撃
し
た
。

王
玄
謨
は
游
撃
將
軍
垣
護
之
と
竟
陵
太
守
薛
安
都
を
二
手
に
分
け
て

壘
か
ら
出
て
反
撃
し
、
大
勝
利
を
収
め
た
。
兵
士
は
一
斉
に
川
に
飛

び
こ
ん
だ
。
垣
護
之
は
風
を
利
用
し
て
火
を
放
つ
と
、
相
手
の
舟
や

車
を
焼
き
払
い
、
激
し
い
風
勢
に
乗
っ
て
、
煙
火
は
水
面
を
覆
い
、

そ
の
間
に
兵
を
放
っ
て
攻
略
し
た
の
で
、劉
義
宣
軍
の
兵
は
壞
滅
し
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
卻
：
抄
本
・
四
庫
本
→
却
。
卻
は
却
の
本
字
。
＊
煙
：
抄
本
→
烟
。

〔
注
〕

④　

臧
質　

臧
質
（
四
〇
〇
〜
四
五
四
）、
字
は
含
文
、
東
莞
莒
（
山
東

省
）
の
人
。
文
帝
の
治
世
下
で
北
魏
の
侵
寇
を
防
御
し
た
こ
と
で
功
績
を

挙
げ
、
ま
た
文
帝
の
太
子
劭
が
父
帝
を
殺
し
て
即
位
し
た
と
き
に
は
、
孝

武
帝
に
従
っ
て
劭
を
討
伐
し
、
そ
の
功
に
よ
り
江
州
刺
史
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

劉
義
宣
を
擁
立
し
よ
う
と
し
た
が
、
失
敗
し
、
殺
さ
れ
た
。『
宋
書
』
七

四
・『
南
史
』
一
八
に
傳
が
あ
る
。

⑤　

爲
臧
質
所
説
云
云　
『
宋
書
』
本
傳
に
、「
初
、
臧
質
陰
有
異
志
、
以
義

宣
凡
弱
、
易
可
以
傾
移
、
欲
假
手
爲
亂
、
以
成
其
姦
。
自
襄
陽
往
江
陵
見

羲
宣
、
便
盡
禮
、
事
在
質
傳
。
及
至
江
州
、
毎
密
信
説
義
宣
、
以
爲
『
有

大
才
、
負
大
功
、
挟
震
主
之
威
、
自
古
尠
有
全
者
、
宜
在
人
前
、
蚤
有
處

分
。
且
萬
姓
莫
不
係
心
於
公
、
整
衆
入
朝
、
内
外
孰
不
欣
戴
。
不
爾
一
旦

受
禍
、
悔
無
所
及
』。
義
宣
陰
納
質
言
、
而
世
祖
閨
庭
無
禮
、
與
義
宣
諸

女
淫
乱
、
義
宣
因
此
發
怒
、
密
治
舟
甲
、
克
孝
建
元
年
秋
冬
擧
兵
。（
中

略
）
義
宣
移
檄
諸
州
郡
、
加
進
號
位
。
遣
參
軍
劉
諶
之
・
尹
周
之
等
率
軍

下
就
臧
質
。
雍
州
刺
史
朱
脩
之
起
兵
奉
順
。
義
宣
二
月
十
一
日
率
衆
十
萬

發
自
江
津
、
舳
艫
數
百
里
。
是
日
大
風
、
船
垂
覆
没
、
僅
得
入
中
夏
口
。

以
第
八
子
慆
爲
輔
國
將
軍

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
留
鎭
江
陵
、
遣
魯
秀
・
朱
曇
韶
萬
餘
人
北
討

朱
脩
之
。
秀
初
至
江
陵
、
見
羲
宣
、
旣
出
、
拊
膺
曰
、『
阿
兄
誤
人
事
、

乃
與
癡
人
共
作
戦
、
今
年
敗
矣
』。
義
宣
至
尋
陽
、
與
質
倶
下
、
質
爲
前

鋒
。
至
鵲
頭
、
聞
徐
遺
寶
敗
、
魯
爽
於
小
峴
授
首
、
相
視
失
色
。
世
祖
使

鎭
北
大
將
軍
沈
慶
之
送
爽
首
示
義
宣
、
幷
與
書
、『
僕
荷
任
一
方
、
而
釁

生
所
統
。
近
聊
率
輕
師
、
指
往
翦
撲
、
軍
鋒
裁
交
、
賊
爽
授
首
。
公
情
契

異
常
、
或
欲
相
見
、
及
其
可
識
、
指
送
相
呈
』。
義
宣
・
質
並
駭
懼
」。

『
南
史
』
本
傳
に
も
ほ
ぼ
同
内
容
の
記
事
が
あ
る
。
以
下
の
部
分
に
つ
い

て
も
同
じ
。

⑥　

王
玄
謨　

王
玄
謨
（
三
八
七
？
〜
四
六
八
）、
字
は
彦
德
、
太
原
祁

（
山
西
省
）
の
人
。
諸
本
と
も
「
玄
」
を
「
元
」
に
作
る
の
は
清
諱
を
避
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金
樓
子
訳
注
（
十
二
）（
興
膳
）

け
た
も
の
で
、『
宋
書
』「
南
史
」
に
よ
り
改
め
る
。
武
陵
王
劉
駿
（
の
ち

の
孝
武
帝
）
を
助
け
て
「
元
凶
」
劉
劭
の
討
伐
に
貢
献
し
た
。
ま
た
本
章

で
記
さ
れ
る
劉
義
宣
と
臧
質
の
叛
乱
を
平
定
し
た
こ
と
に
よ
り
、
孝
武
帝

の
信
任
を
高
め
た
。
官
位
は
左
光
祿
大
夫
・
開
府
儀
同
三
司
に
至
っ
た
。

諡
は
荘
公
。『
宋
書
』
七
六
・『
南
史
』
一
六
に
傳
が
あ
る
。

⑦　

舟
師
頓
梁
山
洲
内
云
云　
『
宋
書
』
本
傳
に
、「
上
先
遣
豫
州
刺
史
王
玄

0

0

謨
舟
師
頓
梁
山
洲
内

0

0

0

0

0

0

0

0

、
東
西
兩
岸
爲
卻
月
城

0

0

0

0

0

0

0

0

、
營
柵
甚
固

0

0

0

0

。
義
宣
屢
與
玄

謨
書
、
要
令
降
、
玄
謨
書
報
曰
、（
中
略
）
撫
軍
柳
元
景
拠
姑
熟

0

0

0

0

0

0

0

0

爲
大
統
、

偏
帥
鄭
琨
・
武
念
戍
南
浦
。
質
逕
入
梁
山
、
去
玄
謨
一
里
許
結
營

0

0

0

0

0

0

0

0

、
義
宣

0

0

屯
蕪
湖

0

0

0

。
五
月
十
九
日
、
西
南
風
猛

0

0

0

0

、
質
乘
風

0

0

0

順
流
攻
玄
謨
西
壘

0

0

0

0

0

0

、
冗
從

0

0

僕
射
胡
子
友
等
戰
失
利

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
棄
壘
渡
就
玄
謨

0

0

0

0

0

0

。
質
又
遣
將
龐
法
起
數
千
兵
從

洲
外
趨
南
浦
、
仍
使
自
後
掩
玄
謨
。
與
琨
・
念
相
遇
、
法
起
戰
大
敗
、
赴

水
死
略
盡
。
二
十
一
日
、
義
宣
至
梁
山
、
質
上
出
軍
東
岸
攻
玄
謨
。
玄
謨

0

0

分
遣
游
撃
將
軍
垣
護
之

0

0

0

0

0

0

0

0

0

・
竟
陵
太
守
薛
安
都

0

0

0

0

0

0

0

等
出
壘
奮
撃

0

0

0

0

、
大
敗
質
軍
、

軍
人
一
時
投
水

0

0

0

0

0

0

。
護
之

0

0

等
因
風
縦
火

0

0

0

0

、
焚
其
舟
乘

0

0

0

0

、
風
勢
猛

0

0

0

盛
、
烟
爓
覆

0

0

0

江0

。
義
宣
時
屯
西
岸
、
延
火
焼
營
殆
盡
。
諸
將
乘
風
火
之
勢
、
縦
兵
攻
之

0

0

0

0

、

衆0

一
時
奔
潰

0

0

」。「
梁
山
」
は
、『
太
平
寰
宇
記
』
一
二
四
、
淮
南
道
二
和

州
歷
陽
縣
に
、「
梁
山
、
在
縣
南
七
十
里
。
俯
臨
江
水
、
南
對
江
南
之
博

望
山
。（
中
略
）
江
東
岸
有
博
望
山
、
屬
姑
熟
。
二
山
隔
江
相
對
、
望
之

如
門
、
南
朝
謂
之
天
門
山
。
兩
岸
山
頂
各
有
城
、
並
將
軍
王
玄
謨
所
築
、

自
六
代
爲
都
、
皆
于
此
屯
兵
捍
籞
」。

⑧　

卻
月
城　

卻
月
は
、
半
月
、
弓
張
り
月
。『
太
平
寰
宇
記
』
一
三
一
、

淮
南
道
九
漢
陽
軍
漢
陽
縣
に
、「
卻
月
城
、
與
魯
城
相
對
、
以
其
形
似
卻

月
故
。『
荊
州
記
』
云
、『
河
口
北
岸
臨
江
水
有
卻
月
城
、
魏
將
黃
祖
所
守
、

呉
遣
董
襲
攻
而
擒
之
。
其
城
遂
廢
』」。
な
お
、
こ
の
個
所
に
相
当
す
る

『
宋
書
』
王
玄
謨
傳
に
は
、
卻
月
城
を
め
ぐ
る
攻
防
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
る
。「
及
南
郡
王
義
宣
與
江
州
刺
史
臧
質
反
、
朝
庭
假
玄
謨
輔

國
將
軍
、
拝
豫
州
刺
史
、
與
柳
元
景
南
討
、
軍
屯
梁
山
、
夾
岸
築
偃
月
壘
、

水
陸
待
之
。
義
宣
遣
劉
諶
之
就
臧
質
、
陳
軍
城
南
、
玄
謨
留
老
弱
守
城
、

悉
精
兵
接
戦
、
賊
遂
大
潰
」。

　

義
宣
與
質
相
失
、
各
單
舸
逆＊
走
、
與
義
宣
相
隨
、
船
舸
猶
有
百
餘

艘
。
女
先
適
臧
質
子
、
過
尋
陽
、
入
城
取
女
、
載
以
西
奔
。
至
江
夏
、

聞
巴
陵
有
軍
、
懼
被
鈔
、
囘
入
逕
口
、
歩
向
江
陵
。
衆
散
且
盡
、
脚

痛
不
復
行
、
就
民
間
僦
露
車
自
載
。
無
復
食
、
縁
道
求
告
。
至
江
陵

郭
外
、
遣
人
報
竺
超
民
、
超
民
具
羽
儀
兵
衆
迎
之
。
時
内
外
猶
自
如

舊
、
帶
甲
尚
萬
餘
人
、
義
宣
既
入
城
、
仍
出
聽
事
見
客
、
左
右
翟
靈

寶
戒
使
拊
慰
云
、「
昔
漢
高
祖
百
敗
、
終
成
大
業
」。
而
義
宣
忘
所
戒
、

誤
云
、「
項
羽
千
敗
」。
衆
咸
掩
口
而
笑
。
乃
於
内
戎
服
、
携
息
慆
及

所
愛
妾
五
人
、
皆
著
男
子
服
相
隨
。
入
城
内
擾
亂
、
白
刃
交
横
、
義

宣
大
懼
落
馬
、
仍
便
歩
出
。
超
民
送
出
城
外
、
未
至
郭
、
將
士
逃
散

都
盡
、
唯＊
餘
慆
及
五
妾
兩
黄
門
而
已
。
夜
還
向
城
、
入
南
郡
空
廨
、

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬
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無
牀＊
、
席
地
寢
。
至
旦
、
遣
黄
門
報
超
民
、
遣
故
車＊
一
乗
、
載
送
刺

姦
。
義
宣
止
獄
戸
内
、
坐
地
歎
曰
、「
臧
質
老
奴
誤
我
」。
始
與
五
妾

倶
入
獄
、
五
妾
尋
被
遣
出
、
義
宣
號
泣
語
獄
吏
曰
、「
常
日
非
苦
、

今
日
分
別
始
是
苦
」。
尋
盡
殺
之
。

　

劉
義
宣
と
臧
質
は
離
れ
離
れ
に
な
り
、
お
の
お
の
船
で
川
を
さ
か

の
ぼ
っ
た
。
劉
義
宣
に
従
う
船
は
、
な
お
も
百
艘
余
り
あ
っ
た
。
劉

義
宣
の
女
は
先
に
臧
質
の
子
に
嫁
い
で
い
た
の
で
、
尋
陽
（
江
西

省
）
に
立
ち
寄
り
、
城
内
に
入
っ
て
女
を
取
り
こ
み
、
船
に
乗
せ
て

西
に
逃
げ
た
。
江
夏
（
湖
北
省
武
漢
市
）
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
、
巴

陵
（
湖
南
省
）
に
［
朝
廷
の
］
軍
が
あ
る
と
聞
き
、
襲
撃
を
恐
れ
て
、

引
き
返
し
て
逕
口
（
具
体
的
な
所
在
は
不
明
）
に
入
り
、
徒
歩
で
江
陵

（
湖
北
省
）
に
向
か
っ
た
。
軍
勢
は
離
散
し
て
し
ま
い
、
脚
の
痛
み

で
歩
行
も
ま
ま
な
ら
ず
、
民
衆
か
ら
露
車
（
無
蓋
の
車
）
を
雇
っ
て

乗
っ
た
。
食
糧
が
な
く
な
る
と
、
道
す
が
ら
食
べ
も
の
を
乞
い
求
め

た
。
江
陵
の
城
郭
の
外
ま
で
来
る
と
、
使
者
を
遣
っ
て
竺
超
民
に
知

ら
せ
、
竺
超
民
は
儀
仗
兵
を
伴
っ
て
出
迎
え
た
。
そ
の
こ
ろ
城
の
内

外
は
以
前
と
変
わ
ら
ぬ
状
況
で
、
武
装
兵
士
は
な
お
萬
人
余
り
も
あ

り
、
義
宣
は
城
内
に
入
る
と
、
従
前
通
り
執
務
し
客
に
応
対
し
て
い

た
。
側
近
の
翟
靈
寶
は
客
人
た
ち
を
安
心
さ
せ
よ
う
と
し
て
劉
義
宣

を
戒
め
、「
昔
、
漢
の
高
祖
は
百
た
び
敗
れ
て
、
大
業
を
成
し
遂
げ

た
」
と
い
わ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
劉
義
宣
は
過
っ
て
、「
項
羽
は
千

た
び
敗
れ
て
」
と
い
っ
た
の
で
、
皆
は
口
を
掩
っ
て
忍
び
笑
い
し
た
。

か
く
て
城
内
で
も
軍
服
を
身
に
着
け
た
ま
ま
、
息
子
の
慆
と
愛
妾
五

人
を
、
み
な
男
子
の
服
装
で
引
き
連
れ
た
。
城
内
に
入
る
と
乱
戦
に

な
っ
て
、
白
刃
が
入
り
乱
れ
、
劉
義
宣
は
恐
れ
の
あ
ま
り
落
馬
し
て
、

そ
の
ま
ま
歩
い
て
城
外
に
出
た
。
竺
超
民
が
城
外
に
送
り
出
し
た
が
、

外
城
ま
で
来
な
い
う
ち
に
、
將
士
は
み
な
逃
散
し
て
し
ま
い
、
た
だ

慆
と
五
人
の
愛
妾
と
二
人
の
宦
官
を
残
す
だ
け
に
な
っ
た
。
夜
に
な

っ
て
城
内
に
向
か
い
、
南
郡
の
人
気
の
な
い
役
所
に
入
り
、［
寝
台

が
な
い
の
で
］、
地
べ
た
に
む
し
ろ
を
敷
い
て
寝
た
。
翌
朝
、
宦
官

を
遣
っ
て
竺
超
民
に
知
ら
せ
る
と
、
も
と
［
劉
義
宣
が
］
乗
っ
て
い

た
車
に
、
取
調
官
を
乗
せ
て
寄
こ
し
た
。
劉
義
宣
は
獄
に
入
れ
ら
れ
、

地
べ
た
に
坐
っ
て
歎
息
し
て
い
っ
た
。「
臧
質
の
老
い
ぼ
れ
め
に
謀

ら
れ
た
」。
は
じ
め
五
人
の
愛
妾
も
い
っ
し
ょ
に
獄
に
入
れ
ら
れ
て

い
た
が
、
や
が
て
愛
妾
た
ち
は
追
い
出
さ
れ
た
。
劉
義
宣
は
號
泣
し

⑭

⑮
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て
獄
吏
に
い
っ
た
。「
今
ま
で
は
辛
く
な
か
っ
た
が
、
今
日
別
れ
て

は
じ
め
て
辛
く
な
っ
た
」。
ほ
ど
な
く
全
員
が
殺
さ
れ
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
逆
：
抄
本
・
百
子
本
・
筆
記
小
説
大
観
本
→
迸
。『
宋
書
』
と
『
南
史
』

の
本
傳
も
迸
。
＊
唯
：
筆
記
小
説
大
観
本
→
惟
。
＊
牀
：
抄
本
・
四
庫
本
→

床
。
＊
車
：
抄
本
→
乘
。

〔
注
〕

⑨　

義
宣
與
質
相
失
云
云　

以
下
、
江
南
で
の
戰
に
敗
れ
、
臧
質
と
も
は
ぐ

れ
た
劉
義
宣
は
、
命
か
ら
が
ら
治
所
の
あ
る
江
陵
を
目
ざ
し
て
逃
れ
て
い

っ
た
。『
宋
書
』
本
傳
に
、「
義
宣
與
質
相
失

0

0

0

0

0

0

、
各
單
舸
迸
走

0

0

0

0

0

、
東
人
士
庶

並
帰
順
、
西
人
與
義
宣
相
隨

0

0

0

0

0

者
、
船
舸
猶
有
百
餘

0

0

0

0

0

0

。
女
先
適
臧
質
子

0

0

0

0

0

0

、
過0

尋
陽

0

0

、
入
城
取
女

0

0

0

0

、
載
以
西
奔

0

0

0

0

。
至
江
夏

0

0

0

、
聞
巴
陵
有
軍

0

0

0

0

0

、
被
抄

0

0

斷
、
回0

入
逕
口

0

0

0

、
歩
向
江
陵

0

0

0

0

。
衆
散
且
盡

0

0

0

0

、
左
右
唯
十
許
人
、
脚
痛
不
復

0

0

0

0

能
行0

、

就
民
僦
露
車
自
載

0

0

0

0

0

0

0

。
無
復
食

0

0

0

、
緣
道
求
告

0

0

0

0

。
至
江
陵
郭
外

0

0

0

0

0

、
遣
人
報
竺
超

0

0

0

0

0

民0

、
超
民
具
羽
儀
兵
衆
迎
之

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
時
外
猶
自
如
舊

0

0

0

0

0

0

、
帶
甲
尚
萬
余
人

0

0

0

0

0

0

。
義
宣

0

0

旣
入
城

0

0

0

、
仍
出
聽
事
見
客

0

0

0

0

0

0

、
左
右
翟
靈
寶
誡
使

0

0

0

0

0

0

0

撫
慰0

衆
賓
、
以
『
臧
質
違

指
授
之
宜
、
用
致
失
利
、
今
治
兵
繕
甲
、
更
爲
後
圖
。
昔
漢
高
百
敗

0

0

0

0

0

、
終0

成
大
業

0

0

0

』。
而
義
宣
忘

0

0

0

0

靈
寶
之
言
、
誤
云

0

0

『
項
羽
千
敗

0

0

0

0

』。
衆
咸
掩
口
而
笑

0

0

0

0

0

0

。

魯
秀
・
竺
超
民
等
猶
爲
之
爪
牙
、
欲
収
合
餘
燼
、
更
圖
一
決
、
而
義
宣
惛

墊
無
復
神
守
、
入
内
不
復
出
。
左
右
腹
心
、
相
率
奔
叛
。
魯
秀
北
走
、
義

宣
不
復
自
立
、
欲
隨
秀
去
、
乃
於
内
戎
服

0

0

0

0

0

、
幐
嚢
盛
糧
、
帶
佩
刀
、
攜
息

0

0

慆
及
愛
妾
五
人

0

0

0

0

0

0

、
皆
著
男
子
服
相
隨

0

0

0

0

0

0

0

。
城
内
擾
乱

0

0

0

0

、
白
刃
交
横

0

0

0

0

、
義
宣
大

0

0

0

懼
落
馬

0

0

0

、
仍
便
歩

0

0

0

進
、
超
民
送
城
外

0

0

0

0

0

、
更
以
馬
與
之
、
超
民
因
還
守
城
。

義
宣
冀
及
秀
、
望
諸
將
送
北
入
虜
。
旣
失
秀
所
在
、
未
出
郭

0

0

0

、
將
士
逃
散

0

0

0

0

盡0

、
唯
餘
慆
及
五
妾
兩
黄
門
而
已

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
夜
還
向
城

0

0

0

0

、
入
南
郡
空
廨

0

0

0

0

0

、
無
牀
席

0

0

0

地0

。
至
旦

0

0

、
遣
黄
門
報
超
民

0

0

0

0

0

0

、
超
民
遣
故
車
一
乘

0

0

0

0

0

、
載
送
刺
姦

0

0

0

0

。
義
宣
送

至
獄
戸

0

0

0

、
坐
地
歎
曰

0

0

0

0

、『
臧
質
老
奴
誤
我

0

0

0

0

0

0

』。
始
與
五
妾
倶
入
獄

0

0

0

0

0

0

0

、
五
妾
尋

0

0

0

被
遣
出

0

0

0

、
義
宣
號
泣
語
獄
吏
曰

0

0

0

0

0

0

0

0

、『
常
日
非
苦

0

0

0

0

、
今
日
分
別
始
是
苦

0

0

0

0

0

0

0

』」。

⑩　

聞
巴
陵
有
軍　

劉
義
宣
の
逃
避
行
を
記
す
『
資
治
通
鑑
』
宋
紀
十
、
孝

武
帝
孝
建
元
年
の
胡
三
省
注
に
、「
巴
陵
之
郡
、
蓋
韋
崧
之
兵
也
。
或
曰
、

湘
州
刺
史
劉
遵
考
之
兵
也
」。

⑪　

竺
超
民　

竺
超
民
（
生
卒
年
未
詳
）
は
、
青
州
刺
史
竺
夔
の
子
。
劉
義

宣
に
重
用
さ
れ
て
、
丞
相
司
馬
・
南
平
内
史
と
な
っ
た
。『
宋
書
』
劉
義

宣
伝
に
記
事
が
あ
る
。

⑫　

聽
事　
「
聽
」
は
「
廰
」
に
同
じ
。
役
所
。

⑬　

入
南
郡
空
廨　
『
資
治
通
鑑
』
宋
紀
十
の
胡
三
省
注
に
、「
南
郡
太
守
廨

舎
、
蓋
在
江
陵
城
外
」。

⑭　

刺
姦　

官
吏
の
不
正
を
糾
察
す
る
係
官
。
漢
の
王
莽
の
時
代
に
始
め
て

置
か
れ
た
。『
漢
書
』
王
莽
傳
下
に
、「
納
言
馮
常
以
六
筦
諫
、
莽
大
怒
、

免
常
官
。
置
執
法
左
右
刺
姦

0

0

、
選
用
能
吏
侯
霸
等
、
分
督
六
尉
・
六
隊
、

如
漢
刺
史
、
與
三
公
士
郡
一
人
従
事
」。『
宋
書
』
三
九
百
官
志
上
に
、

「
又
置
外
刺
姦

0

0

主
罪
法
」。『
資
治
通
鑑
』
宋
紀
十
に
劉
義
宣
の
事
件
を
記

し
て
、「
超
民
収
送
刺
姦
」
と
い
い
、
そ
の
胡
三
省
注
に
、「
自
漢
以
來
、
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公
府
有
刺
姦

0

0

掾
」
と
あ
る
。

⑮　

尋
盡
殺
之　
『
宋
書
』
六
孝
武
帝
紀
に
、「［
孝
建
元
年
六
月
］
庚
寅
、

義
宣
於
江
陵
賜
死
」。
ま
た
『
宋
書
』
本
傳
に
、「［
荊
州
刺
史
朱
］
脩
之

至
江
陵
、
已
於
獄
盡
焉
。
時
年
四
十
。
世
祖
聴
還
葬
」。

50　

劉
休
範
欲
擧
兵
、
襲
朝
廷
、
密
與
典
籤
新
蔡
人
許
公
輿
謀
之
。

上
表
治
城
樓
堞
、
多
解
榜
板
、
擬
以
供
用
。
遂
擧
兵
反
、
虜
發
百
姓

船
乗
、
使
軍
隊
稱
力
請
受
、
付
以
先
解
榜
板
、
合
手
裝
治
、
二
三
日

間
、
便
悉
整
辦
。
率
衆
二
萬
、
鐵
騎
數
百
匹
、
發
自
尋
陽
、
盡
晝
夜

取
道
。
大
雷
戌
主
杜
道
欣
馳
下
告
變
、
道
欣
至
一
宿
、
休
範
已
至
新

林
、
朝
廷
震
動
。
歩
上
攻
新
亭
壘
、
自
臨
城
南
、
於
前
巘
樓
上
、
以

數
百
人
自
衞
。
屯
騎
校
尉
黄
囘
見
其
可
乗
、
乃
僞
往
請
降
、
幷
詐
宣

齊
王
意
旨
、
休
範
大
説
、
以
二
子
德
宣
・
德
嗣
與
囘
爲
質
、
至
即
斬
之
。

　

劉
休
範
（
宋
の
桂
陽
王
）
は
兵
を
挙
げ
て
、
朝
廷
を
襲
撃
し
よ
う

と
し
、
秘
か
に
典
籤
で
あ
る
新
蔡
の
人
許
公
輿
に
謀
っ
た
。
城
樓
の

堞
を
修
理
す
る
よ
う
上
表
し
、
多
く
の
羽
目
板
を
外
し
て
、
そ
れ
を

役
立
て
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
遂
に
兵
を
挙
げ
て
叛
乱
を
起
こ
し
、

民
間
の
船
や
車
を
徴
発
し
て
、
部
隊
の
規
模
に
応
じ
て
借
り
上
げ
さ

せ
、
先
に
外
し
て
お
い
た
羽
目
板
を
付
与
し
て
、
総
掛
か
り
で
取
り

つ
け
、
二
三
日
の
間
に
、
す
っ
か
り
準
備
が
整
っ
た
。
兵
士
二
萬
人

と
、
騎
馬
數
百
頭
を
率
い
て
、
尋
陽
（
江
西
省
）
を
出
発
し
、
晝
夜

兼
行
で
進
軍
し
た
。
大
雷
戍
（
安
徽
省
望
江
縣
に
あ
っ
た
軍
事
根
拠

地
）
の
司
令
官
杜
道
欣
が
馳
せ
つ
け
て
變
事
を
告
げ
よ
う
と
し
た
が
、

彼
が
一
日
分
の
行
程
を
進
む
間
に
、
劉
休
範
は
す
で
に
新
林
（
建
康

の
西
南
）
に
ま
で
達
し
て
お
り
、
朝
廷
を
震
い
あ
が
ら
せ
た
。
劉
休

範
は
歩
い
て
上
っ
て
新
亭
（
建
康
西
南
の
要
衝
）
の
防
壘
を
攻
撃
し
、

城
南
に
臨
み
、
前
巘
樓
の
上
で
、
數
百
人
を
従
え
て
陣
を
構
え
た
。

屯
騎
校
尉
黃
回
は
つ
け
い
る
隙
が
あ
る
と
見
て
、
偽
っ
て
降
伏
を
申

し
出
て
行
き
、
さ
ら
に
そ
れ
が
齊
王
（
後
の
南
斉
の
高
祖
蕭
道
成
）
の

考
え
だ
と
騙
し
た
の
で
、
劉
休
範
は
大
い
に
喜
び
、
二
子
の
德
宣
と

德
嗣
を
黃
回
に
与
え
て
人
質
と
し
た
が
、［
黃
回
は
］
二
人
が
や
っ

て
来
る
と
す
ぐ
さ
ま
斬
り
殺
し
た
。

〔
注
〕

①　

劉
休
範　

劉
休
範
（
四
四
八
〜
四
七
四
）
は
、
宋
の
文
帝
の
第
十
八
子

で
、
明
帝
の
弟
。
母
は
荀
美
人
。
九
歳
で
順
陽
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
翌
年
に

は
桂
陽
王
に
改
封
さ
れ
た
。
凡
庸
で
弁
舌
の
才
も
な
く
目
立
た
ぬ
性
格
で
、

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦
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明
帝
の
恐
怖
政
治
の
下
で
も
難
を
免
れ
て
い
た
が
、
明
帝
が
崩
御
す
る
と
、

処
遇
に
不
満
を
抱
き
、
叛
乱
を
企
て
た
も
の
の
、
失
敗
し
、
殺
さ
れ
た
。

『
宋
書
』
七
九
文
五
王
傳
・『
南
史
』
一
四
宋
宗
室
及
諸
王
傳
に
傳
が
あ
る
。

②　

欲
擧
兵
襲
朝
廷
云
云　
『
宋
書
』
本
傳
に
、「
及
太
宗
晏
駕
、
主
幼
時
艱
、

素
族
當
權
、
近
習
秉
政
、
休
範
自
謂
宗
戚
莫
二
、
應
居
宰
輔
、
事
既
不
至
、

怨
憤
彌
結
。
招
引
勇
士
、
繕
治
器
械
、
行
人
經
過
尋
陽
者
、
莫
不
降
意
折

節
、
重
加
問
遣
、
□
□
留
則
傾
身
接
引
、
厚
相
資
給
。
於
是
遠
近
同
應
、

至
者
如
歸
。
朝
廷
知
其
有
異
志
、
密
相
防
禦
、
雖
未
表
形
迹
、
而
釁
難
已

成
。
母
荀
太
妃
薨
、
葬
廬
山
、
以
示
不
還
之
志
。
解
侍
中
。
時
夏
口
闕
鎭
、

朝
議
以
居
尋
陽
上
流
、
欲
樹
置
腹
心
、
重
其
兵
力
。
元
徽
元
年
、
乃
以
第

五
皇
弟
晉
熙
王
燮
爲
郢
州
刺
史
、
長
史
王
奐
行
府
州
事
、
配
以
資
力
、
出

鎭
夏
口
。
慮
爲
休
範
所
撥
留
、
自
太
子
洑
去
、
不
過
尋
陽
。
休
範
大
怒
、

欲
擧
兵
襲
朝
廷

0

0

0

0

0

0

、
密
與
典
籤
新
蔡
人
許
公
輿
謀
之

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
表
治
城
池

0

0

0

0

、
修
起
樓0

堞0

、
多
解
榜
板

0

0

0

0

、
擬
以
備
用

0

0

0

0

。
其
年
進
位
太
尉
。
明
年
五
月
、
遂
擧
兵
反

0

0

0

0

。

虜
發
百
姓
船
乘

0

0

0

0

0

0

、
使
軍
隊
稱
力
請
受

0

0

0

0

0

0

0

、
付
以
榜
解
板

0

0

0

0

0

、
合
手
装
治

0

0

0

0

、
二
三

0

0

日0

間0

、
便
悉
整
辧

0

0

0

0

。
率
衆
二
萬

0

0

0

0

、
鐵
騎
數
百
匹

0

0

0

0

0

、
發
自
尋
陽

0

0

0

0

、
晝
夜
取
道

0

0

0

0

。

（
中
略
）
大
雷
戍
主
杜
道
欣
馳
下
告
變

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
道
欣
至
一
宿

0

0

0

0

0

、
休
範
已
至
新
林

0

0

0

0

0

0

、

朝
廷
震
動

0

0

0

0

。
平
南
將
軍
齊
王
出
次
新
亭
壘
、
領
軍
將
軍
劉
勔
・
前
兗
州
刺

史
沈
懷
明
拠
石
頭
、
征
北
將
軍
張
水
屯
白
下
、
衛
將
軍
袁
粲
・
中
軍
褚

淵
・
尚
書
左
僕
射
劉
秉
等
入
衛
殿
省
。
時
事
起
倉
卒
、
不
暇
得
更
處
分
、

開
南
北
二
武
庫
、
隨
將
士
意
取
。
休
範
於
新
林
歩
上

0

0

、
及
新
亭
壘

0

0

0

、
自
臨

0

0

城
南

0

0

、
於0

臨
滄
觀
上0

、
以
數

0

0

十
人
自
衛

0

0

0

。
屯
騎
校
尉
黃
回
見
其
可
乘

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
乃0

僞
往
請
降

0

0

0

0

、
幷
宣
齊
王
意
旨

0

0

0

0

0

0

、
休
範
大
悦

0

0

0

0

、
以
二
子
德
宣

0

0

0

0

0

・
德
嗣

0

0

付
回
與

0

0

爲
質

0

0

、
至
卽
斬
之

0

0

0

0

。
回
與
越
騎
校
尉
張
敬
兒
直
前
斬
休
範
首
、
持
還
、
左

右
並
奔
散
」。

③　

典
籤　

元
来
は
文
書
を
司
る
官
吏
。
こ
と
に
南
朝
の
宋
齊
時
代
に
、
宗

室
の
諸
王
の
下
に
置
か
れ
て
、
大
き
な
権
限
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

『
資
治
通
鑑
』
宋
紀
二
、
文
帝
元
嘉
元
年
に
梁
の
裴
子
野
の
論
を
引
い
て
、

「
幼
王
臨
州
、
長
史
行
事
、
宣
傳
敎
命
。
又
有
典
籤
、
往
往
專
恣
、
竊
弄

威
權
、
是
以
本
根
雖
茂
而
端
良
甚
寡
」。
胡
三
省
注
に
、『
南
史
』（
七
七

呂
文
顯
傳
）
を
引
い
て
、「
府
州
部
内
論
事
、
皆
籤
前
直
叙
所
論
之
事
、

後
云
謹
籤
、
日
月
下
又
云
某
官
某
籤
、
故
府
州
置
典
籤
以
領
之
。
本
五
品

吏
、
宋
初
改
爲
士
職
。
宋
末
、
多
以
幼
少
皇
子
爲
藩
鎮
、
時
主
以
左
右
親

近
領
典
籤
、
其
權
任
遂
重
」。
ま
た
同
宋
紀
一
〇
の
孝
武
帝
孝
建
二
年
に

も
、
前
出
の
『
南
史
』
に
も
と
づ
い
て
同
趣
旨
の
論
を
置
く
。

④　

虜
發
百
姓
船
乗　
『
資
治
通
鑑
』
宋
紀
一
五
、
蒼
梧
王
元
徽
元
年
で
は
、

「
掠
民
船
」
に
作
る
。

⑤　

使
軍
隊
稱
力
請
受　
『
資
治
通
鑑
』
一
五
の
胡
三
省
注
に
、「
稱
力
請
受

者
、
稱
其
衆
力
之
多
少
而
請
船
也
」。

⑥　

朝
廷
震
動　
『
資
治
通
鑑
』
宋
紀
一
五
は
「
朝
廷
惶
駭
」
に
作
る
。

⑦　

歩
上
攻
新
亭
壘
云
云　
『
資
治
通
鑑
』
宋
紀
一
五
は
以
下
の
よ
う
に
作

る
。「
壬
辰
、
休
範
自
新
林
捨
舟
歩
上
、
其
將
丁
文
豪
請
休
範
直
攻
臺
城
。

休
範
遣
文
豪
別
將
兵
趣
臺
城
、
自
以
大
衆
攻
新
亭
壘
。［
蕭
］
道
成
率
將

士
悉
力
拒
戰
、
自
巳
至
午
、
外
勢
愈
盛
、
衆
皆
失
色
、
道
成
曰
、『
賊
雖

多
而
亂
、
尋
當
破
矣
』。
休
範
白
服
、
乘
肩
輿
、
自
登
城
南
臨
滄
觀
、
以

數
十
人
自
衛
」。
胡
三
省
注
に
、「
臨
滄
觀
在
勞
山
上
、
江
寧
縣
南
十
五
里
、
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亦
曰
勞
勞
亭
」。

51　

蕭
遙
光
將
敗
、
都
不
復
識
人
。
孫
樂
祖
・
曹
樹
生
常
心
腹
委
付
。

後
望
見
火
起
、
問
左
右
、「
此
是
何
火
」。
答
曰
、「
下
官
向
令
人
燒

外
閒
」、
仍
問＊
、「
卿
是
誰
」、
曹
樹
生
答
曰
、「
是
孫
樂
祖
」。
仍
問

曹
、「
卿＊
復
是
誰
」、
曹
以
名
答
。
仍
言
左
右
、「
下
官
熱
發
、
可
覓

冷
沈
飲
」、
幷
勸
始
安
且
還
別
省
消
息
。
於
是
呼
轝
至
、
始
安
便
移

殺
。
於
時
名
士
皆
在
側
、
見
不
識
人
、
沈
昭
略
・
昭
光
之
徒
、
一
時

皆
去
。

　

蕭
遙
光
（
齊
の
始
安
王
）
は
戰
に
敗
れ
ん
と
す
る
と
き
、
人
の
見

分
け
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
た
。
孫
樂
祖
と
曾
樹
生
を
常
に
腹
心
と

し
て
頼
み
に
し
て
い
た
。
の
ち
に
火
の
手
が
挙
が
る
の
を
望
み
や
っ

て
、
侍
臣
に
問
う
に
は
、「
あ
れ
は
何
の
火
だ
」。「
わ
た
く
し
が
人

に
火
を
つ
け
さ
せ
ま
し
た
」
と
答
え
る
と
、
な
お
も
「
お
ま
え
は
誰

じ
ゃ
」
と
聞
く
の
で
、
曾
樹
生
が
「
こ
れ
は
孫
樂
祖
に
ご
ざ
い
ま

す
」
と
答
え
た
。
す
る
と
な
お
も
曹
に
、「
お
ま
え
は
誰
じ
ゃ
」
と

聞
く
の
で
、
曹
樹
生
は
自
分
の
名
前
を
答
え
た
。
さ
ら
に
侍
臣
に
い

う
に
は
、「
わ
し
は
身
体
が
ほ
て
っ
て
き
た
の
で
、
冷
た
い
飲
み
も

の
を
く
れ
ぬ
か
」。
侍
臣
た
ち
は
み
な
始
安
王
に
し
ば
ら
く
別
の
御

殿
に
遷
っ
て
休
息
す
る
よ
う
勧
め
た
。
そ
こ
で
輿
を
呼
び
寄
せ
て
、

始
安
王
は
そ
れ
に
乗
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
と
き
名
士
た
ち
が
い
ず
れ

も
側
に
い
た
が
、
誰
が
誰
だ
か
識
別
も
つ
か
ず
、
沈
昭
略
・
沈
昭
光

な
ど
の
人
々
は
、
一
斉
に
み
な
逃
げ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
仍
問
：
各
本
と
も
上
に
「
左
右
」
二
字
が
有
る
が
、
削
る
。
注
⑤
参
照
。

＊
卿
：
底
本
に
無
し
。
抄
本
に
よ
り
補
う
。

〔
注
〕

①　

蕭
遙
光　

蕭
遙
光
（
？
〜
四
九
九
）、
字
は
元
暉
、
齊
の
明
帝
の
兄
鳳

の
子
。
宋
末
に
父
の
爵
位
を
嗣
い
だ
。
明
帝
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
、
種
々
の

謀
議
に
与
り
、
明
帝
の
恐
怖
政
治
の
影
の
演
出
者
に
な
っ
て
い
た
。
明
帝

の
死
後
、
後
事
を
託
さ
れ
て
東
昏
侯
を
輔
佐
し
た
が
、
や
が
て
帝
の
廃
立

を
企
て
て
失
敗
し
、
殺
さ
れ
た
。『
南
斉
書
』
四
五
宗
室
傳
・『
南
史
』
四

一
齊
宗
室
傳
に
傳
が
あ
る
。

②　

將
敗
云
云　

蕭
遙
光
の
條
に
は
大
き
な
問
題
点
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、

他
の
諸
條
と
異
な
っ
て
、
明
確
に
依
拠
し
た
と
見
ら
れ
る
史
書
の
存
在
し

な
い
こ
と
で
あ
る
。『
金
樓
子
』
の
著
者
蕭
繹
は
『
南
斉
書
』
を
も
ち
ろ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧
⑨
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金
樓
子
訳
注
（
十
二
）（
興
膳
）

ん
読
ん
で
い
た
は
ず
だ
が
、『
南
斉
書
』
に
も
と
づ
い
た
と
断
言
で
き
る

個
所
は
認
め
ら
れ
な
い
。『
隋
書
』
經
籍
志
に
よ
れ
ば
、
齊
に
関
す
る
史

書
に
は
、
劉
陟
『
齊
史
』
十
巻
、
沈
約
『
齊
紀
』
二
十
巻
、
江
淹
『
齊

史
』
十
三
巻
（
以
上
、
史
部
正
史
類
）、
呉
均
『
齊
春
秋
』
三
十
巻
、
王

逡
『
齊
典
』
五
巻
、
撰
者
未
詳
『
齊
典
』
十
巻
（
以
上
、
史
部
古
史
類
）

が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
蕭
繹
は
そ
の
い
ず
れ
か
を
拠
り
所
と
し

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
問
題
点
の
第
二
は
、
文
章
の
流
れ
が
悪
く
、
錯

簡
や
脱
落
を
疑
わ
せ
る
個
所
が
少
な
か
ら
ず
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と

え
ば
前
半
の
「
蕭
遙
光
將
敗
」
に
始
ま
る
蕭
遙
光
の
異
常
な
言
動
を
描
く

一
段
は
、
後
半
の
「
遂
動
心
疾
」（「
心
疾
」
は
精
神
的
な
障
害
を
い
う
）

以
降
に
本
来
あ
る
べ
き
内
容
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
か
ら
以
下
に
引
用
す

る
『
南
斉
書
』
の
記
事
は
、
あ
く
ま
で
参
考
資
料
と
見
な
す
べ
き
も
の
に

過
ぎ
な
い
。
因
み
に
「
蕭
遙
光
將
敗
」
か
ら
「
一
時
皆
去
」
ま
で
の
部
分

は
、『
南
斉
書
』
に
も
『
南
史
』
に
も
こ
れ
に
相
当
す
る
記
事
が
な
い
。

③　

孫
樂
祖　
『
南
斉
書
』
八
和
帝
紀
に
、「［
中
興
元
年
秋
七
月
］
丁
卯
、

魯
山
城
主
孫
樂
祖
以
城
降
」
と
あ
る
。
曹
樹
生
に
つ
い
て
は
、
未
詳
。

④　

下
官　

一
般
に
官
吏
が
自
称
と
し
て
用
い
る
一
人
称
。
後
世
の
戯
曲
・

小
説
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
清
の
趙
翼
『
陔
餘
叢
考
』
三
七
「
下
官
」
参

照
。

⑤　

仍
問　

諸
本
と
も
上
に
「
左
右
」
二
字
が
あ
る
が
、
下
の
「
卿
是
誰
」

の
主
語
は
明
ら
か
に
蕭
遙
光
で
あ
り
、
衍
字
と
見
な
し
て
削
る
。

⑥　

卿　

ぞ
ん
ざ
い
な
語
感
の
二
人
称
。
現
代
中
国
語
の
「
你
」
に
相
当
し
、

「
君
」
が
て
い
ね
い
な
語
感
の
「
您
」
に
相
当
す
る
。
蕭
遙
光
は
孫
樂
祖

に
対
し
て
「
卿
是
誰
」
と
尋
ね
た
の
に
対
し
て
、
曹
樹
生
が
本
人
に
代
わ

っ
て
、「
是
孫
樂
祖
」
と
答
え
て
い
る
。

⑦　

下
官
熱
發　

こ
の
発
言
の
主
語
も
蕭
遙
光
だ
が
、
一
人
称
と
し
て
「
下

官
」
を
用
い
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
あ
る
い
は
彼
の
錯
乱
ぶ
り
を
示

唆
し
た
も
の
か
。

⑧　

始
安
便
移
殺　
「
移
殺
」
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
意
味
不
明
。『
金
樓
子
疏

證
校
注
』
が
「
殺
」
を
「
殿
」
の
訛
か
と
い
う
の
に
倣
っ
て
訳
す
。

⑨　

沈
昭
略
・
昭
光
之
徒
二
句　

沈
昭
略
は
、
呉
興
武
康
（
浙
江
省
）
の
人
。

剛
気
の
人
と
し
て
知
ら
れ
、
侍
中
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
昭
光
は
、
そ
の
弟
。

『
南
斉
書
』
四
四
に
叔
父
沈
文
季
に
付
し
て
傳
が
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に

い
う
。「
永
元
元
年
（
四
九
九
）、
始
安
王
遙
光
起
兵
東
府
、
執
昭
略
於
城

内
。
昭
略
潛
自
南
出
、
濟
淮
還
臺
」。

　

遙
光
美
風
姿
、
眉
目
如
畫
、
髪
鬢
若
點
漆
、
隆
準
、
口
如
含
丹
而

足
蹇
、
體
殊
肥
壯
、
脚
如
三
歳
小
兒
。
性
聰
察
、
善
吏
政
、
毎
至
理

朝
廷
大
事
及
揚
州
曹
獄
、
動
至
三
四
更
。
前
列
倡
人
、
後
列
侍
女
、

華
燭
照
爛
於
其
閒
、
手
捉
玉
柄
毛
扇
。
有
時
以
金
鏤
炙
刀
、
自
割
牛

胘
而
食
之
。
毎
明
帝
有
所
誅
殺
、
必
先
取
其
名
。
明
帝
大
漸
、
託
以

後
事
、
後
主
疑
焉
。
常
就
王
索
寶
物
、
王
奉
琥
珀
盤
螭
二
枚
、
枚
廣

五
寸
、
炯
然
洞
徹
、
無
有
瑕
滓
。
後
主
怒
云
、「
琥
珀
者
、
欲
使
虎

來
拍
我
也
」。
仍
匍
匐
下
地
、
作
羊
行
、
遂
動
心
疾
。
有
時
著
衣
袷

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮
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而
伏
地
、
入
戸
扇
裏
。
王
交
道
素
壯
、
不
勝
忿
怒
。
一
旦
以
手
扳
陰
、

遂
長
數
尺
。
屢
有
別
舎
恆
見
丈
夫
露
髻
、
從
屋
來
下
以
齧
人
、
俄
失

所
在
。
又
有
殺
鬼
來
其
齋
閤＊
、
轝
兒
鞭
之
、
流
血
而
反
。
常
所
親
信

鮮
卑
道
兒
及
閹
人
呉
明
紹
、
頭
臥
道
兒
膝
上
、
至
四
更
中
覓
飲
、
已

而
無
人
矣
。
喚
道
兒
、
又
不
得
、
唯
明
紹
伏
牀＊
下
、
答
云
、「
人
皆

叛
去
」。
衆
軍
悉
至
、
於
牀＊
下
斬
之
。

　

遙
光
は
り
っ
ぱ
な
風
采
で
、
眉
目
は
絵
に
描
い
た
よ
う
で
あ
り
、

鬢
髪
は
漆
を
塗
っ
た
か
と
思
わ
れ
、
鼻
筋
が
通
っ
て
、
口
は
丹
を
塗

っ
た
よ
う
だ
っ
た
が
、
足
が
跛
で
、
身
体
が
ひ
ど
く
肥
満
し
て
い
る

た
め
、
脚
は
三
歳
の
幼
児
の
よ
う
だ
っ
た
。
生
ま
れ
つ
き
聰
明
で
、

行
政
の
仕
事
を
善
く
こ
な
し
、
朝
廷
の
大
事
や
揚
州
の
訴
訟
業
務
を

処
理
す
る
際
に
は
、
と
も
す
る
と
三
四
更
の
深
夜
に
ま
で
及
ん
だ
。

前
に
は
俳
優
、
後
ろ
に
は
侍
女
を
控
え
さ
せ
、
そ
の
間
に
蠟
燭
が
明

る
く
輝
き
、
王
は
玉
の
柄
の
つ
い
た
毛
扇
を
手
に
し
て
い
た
。
時
に

は
金
を
ち
り
ば
め
た
焼
き
肉
用
の
刀
で
、
自
ら
牛
の
胃
を
割
い
て
食

べ
た
。
明
帝
が
誰
か
を
誅
殺
す
る
際
に
は
、
い
つ
も
必
ず
先
に
［
遙

光
に
向
か
っ
て
］
そ
の
名
を
挙
げ
た
。
明
帝
が
危
篤
状
態
に
な
る
と
、

遙
光
に
後
事
を
託
し
、
そ
の
た
め
後
主
（
明
帝
の
子
の
東
昏
侯
蕭
寶

巻
）
は
彼
に
疑
念
を
抱
い
て
い
た
。
か
つ
て
後
主
が
始
安
王
に
寶
物

を
要
求
し
た
と
き
、
王
は
琥
珀
製
の
螭
が
と
ぐ
ろ
を
巻
い
た
大
皿
二

枚
を
献
上
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
一
枚
の
幅
が
五
寸
も
あ
り
、
輝
く
ば

か
り
に
透
き
通
っ
て
、
全
く
瑕
の
な
い
逸
品
だ
っ
た
。
後
主
は
怒
っ

て
い
っ
た
、「
琥
珀
を
寄
こ
す
と
は
、
虎
を
放
っ
て
余
を
拍
た
せ
る

つ
も
り
だ
ろ
う
」
と
。
そ
こ
で
王
は
地
面
に
這
い
つ
く
ば
っ
て
、
羊

の
ま
ね
を
し
て
歩
き
、
そ
れ
が
も
と
で
心
に
異
常
を
来
し
た
。
あ
る

時
に
は
袷
の
服
を
着
て
地
に
つ
っ
伏
し
、
扉
の
中
に
入
り
こ
ん
だ
。

（
以
下
「
王
交
道
素
壯
」
か
ら
「
遂
長
數
尺
」
迄
の
四
句
、
意
味
不
明
に
つ

き
、
訳
出
せ
ず
。）
し
ば
し
ば
別
殿
で
一
人
の
丈
夫
が
髻
を
露
出
し
た

ま
ま
屋
根
か
ら
下
り
て
き
て
人
に
噛
み
つ
き
、
す
ぐ
に
姿
が
消
え
て

し
ま
っ
た
。
ま
た
幽
鬼
が
書
斎
に
や
っ
て
来
て
、
輿
担
ぎ
の
者
が
鞭

打
つ
と
、
血
を
流
し
て
反
っ
て
い
っ
た
。
日
ご
ろ
信
用
し
て
い
る
側

用
人
に
鮮
卑
族
の
道
兒
と
宦
官
の
呉
明
紹
が
お
り
、［
王
は
］
道
兒

の
膝
を
枕
に
寝
て
い
た
と
こ
ろ
、
四
更
に
な
っ
て
水
が
飲
み
た
く
な

っ
た
が
、
も
は
や
人
影
は
な
か
っ
た
。
道
兒
を
呼
ん
で
も
、
や
っ
て

来
な
い
。
明
紹
だ
け
が
寝
台
の
下
に
も
ぐ
っ
て
い
て
、「
み
な
逃
げ

⑯

⑰
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て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
答
え
た
。
大
軍
が
押
し
よ
せ
て
き
て
、
王
は

寝
台
の
下
で
斬
殺
さ
れ
た
。

〔
校
　
勘
〕

＊
『
永
樂
大
典
』
一
九
六
三
六
の
一
屋
・
目
の
「
眉
目
」
に
、「
梁
蕭
遙
光

美
風
姿
云
云
」
と
、
脚
如
三
歳
小
兒
」
ま
で
の
一
段
を
引
く
。
文
字
の
異
同

は
な
し
。
＊
閤
：
抄
本
→
合
。
＊
牀
：
抄
本
→
床
。

〔
注
〕

⑩　

脚
如
三
歳
小
兒　
『
南
斉
書
』
本
傳
に
、「
生
有
躄
疾
、
太
祖
謂
不
堪
奉

拝
祭
祀
、
欲
封
其
弟
、
世
祖
諫
、
乃
以
遙
光
襲
爵
」。「
足
疾
不
得
同
朝
列
、

常
乘
輿
自
望
賢
門
入
」。『
南
史
』
本
傳
に
も
同
内
容
の
記
事
が
あ
る
。

⑪　

善
吏
政　
『
南
斉
書
』
本
傳
に
、「
遙
光
好
吏
事
、
稱
爲
分
明
、
頗
多
惨

害
」。『
南
史
』
本
傳
も
同
じ
。

⑫　

毎
明
帝
有
所
誅
殺
云
云　
『
南
斉
書
』
本
傳
に
、「
毎
與
上
久
清
閑
、
言

畢
、
上
索
香
火
、
明
日
必
有
所
誅
殺
」。『
南
史
』
本
傳
に
も
同
内
容
の
記

事
が
あ
る
。

⑬　

明
帝
大
漸
云
云　
『
南
斉
書
』
本
伝
に
、「
帝
不
豫
、
遙
光
數
入
侍
疾
、

帝
漸
甚
、
河
東
王
鉉
等
七
王
一
夕
見
殺
、
遙
光
意
也
。
帝
崩
、
遺
詔
加
遙

光
侍
中
・
中
書
令
、
給
扶
。
永
元
元
年
、
給
班
劍
二
十
人
、
卽
本
號
開
府

儀
同
三
司
。
遙
光
旣
輔
政
、
見
少
主
即
位
、
潛
與
江
祏
兄
弟
謀
自
樹
立
。

弟
遙
欣
在
荊
楚
、
擁
兵
居
上
流
、
密
相
影
響
」。

⑭　

後
主　

東
昏
侯
蕭
寶
巻
（
四
八
三
〜
五
〇
一
）
を
い
う
。
蕭
寶
巻
、
本

名
は
明
賢
、
字
は
智
藏
。
明
帝
の
第
二
子
。
在
位
四
九
八
〜
五
〇
一
。
政

事
を
側
近
に
委
ね
て
、
奢
侈
に
溺
れ
、
宰
臣
を
誅
殺
し
て
孤
立
し
、
最
後

は
蕭
衍
（
の
ち
の
梁
の
武
帝
）
の
軍
に
包
囲
さ
れ
て
自
滅
し
た
。『
南
斉

書
』
七
東
昏
侯
紀
・『
南
史
』
五
齊
本
紀
下
。

⑮　

王
奉
琥
珀
盤
螭
二
枚
云
云　

こ
の
故
事
の
来
歴
は
定
か
で
な
い
。
東
昏

侯
は
「
琥
珀
」
の
「
琥
」
を
「
虎
」
に
、「
珀
］
を
「
拍
」
に
こ
じ
つ
け

て
怒
っ
て
い
る
。
ま
た
「
仍
匍
匐
下
地
」
以
下
の
主
語
は
明
ら
か
に
蕭
遙

欣
だ
が
、
前
後
に
脱
誤
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
注
②
参
照
。

⑯　

王
交
道
素
壯
四
句　

前
後
に
恐
ら
く
脱
文
が
あ
り
、
意
味
不
明
。『
金

樓
子
疏
證
校
注
』
は
「
交
道
」
に
つ
い
て
、「
男
性
生
殖
器
」
と
注
す
る

が
、
根
拠
未
詳
。

⑰　

屢
有
別
舎
恆
見
丈
夫
露
髻
云
云　

以
下
の
故
事
も
全
て
出
処
未
詳
。

52　

蕭
子
響
在
荊
州
造
仗
。
長
史
・
司
馬
皆
以
啓
聞
。
王
知
大
怒
、

乃
偽
請
入
坐
起
。
旣
至
坐
、
厲
聲
色
而
語
曰
、「
身
父
則
是
天
子
。

政
復
造
五
千
人
仗
、
此
復
何
嫌
、
而
君
遂
以
上
啓
」。
二
人
下
牀
叩

頭
、
拔
褥
刀
自
下
斬
之
。
甚
有
膂
力
、
曾
出
獵
、
頭
亂
、
呼
梳
取
刷

於
馬
上
、
以
手
捉
左
右
襢
帯
、
去
地
數
尺
、
令
料
頭
竟
、
乃
放
之
。

此
其
勇
也
。
竟
被
誅
。

①

②

③

④
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蕭
子
響
（
齊
の
魚
復
侯
）
は
荊
州
に
い
た
と
き
兵
器
を
造
成
さ
せ

た
。
長
史
［
劉
寅
］
や
司
馬
［
席
恭
穆
］
は
み
な
そ
の
こ
と
を
上
奏

し
た
。
王
は
そ
れ
を
知
っ
て
大
い
に
怒
り
、
僞
り
の
口
実
を
設
け
て

彼
ら
を
呼
び
つ
け
た
。
一
同
が
座
に
着
く
と
、
声
を
荒
げ
て
い
っ
た
、

「
わ
が
父
は
天
子
な
る
ぞ
。
た
か
が
五
千
人
の
兵
器
を
造
成
す
る
の

に
、
諸
君
は
ま
た
何
に
気
を
使
っ
て
、
上
奏
す
る
こ
と
が
あ
る
の

か
」。
二
人
は
牀
を
下
り
て
叩
頭
し
た
が
、［
蕭
子
響
は
］
佩
刀
を
抜

い
て
自
ら
斬
り
殺
し
た
。
き
わ
め
て
腕
力
が
強
く
、
か
つ
て
狩
猟
に

出
か
け
た
折
り
、
頭
髪
が
乱
れ
て
、
馬
上
で
梳
ら
せ
る
の
に
、
手
で

侍
臣
の
帶
を
つ
か
ん
で
持
ち
上
げ
、
地
面
か
ら
數
尺
離
れ
た
と
こ
ろ

で
、
頭
を
整
え
さ
せ
て
か
ら
、
手
を
放
し
て
下
ろ
し
た
。
そ
の
武
勇

は
こ
ん
な
も
の
だ
っ
た
。
最
後
に
は
誅
殺
さ
れ
た
。

〔
注
〕

①　

蕭
子
響　

蕭
子
響
（
四
六
八
〜
四
八
九
）、
字
は
雲
音
、
武
帝
の
第
四

子
。
母
は
張
淑
妃
。
豫
章
王
嶤
の
養
子
と
な
っ
た
。
勇
力
を
以
て
聞
こ
え
た
。

荊
州
刺
史
に
在
任
中
に
本
條
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
兵
器
事
件
を
起
こ
し
、

自
殺
に
追
い
こ
ま
れ
た
。
王
か
ら
位
を
魚
復
侯
に
落
と
さ
れ
た
。『
南
斉

書
』
四
〇
武
十
七
王
傳
・『
南
史
』
四
四
齊
武
帝
諸
子
傳
に
傳
が
あ
る
。

②　

在
荊
州
造
仗
云
云　

こ
の
條
も
前
條
と
同
じ
く
も
と
づ
い
た
資
料
は
未

詳
。
た
だ
し
、
こ
の
故
事
に
関
連
す
る
記
事
は
、
以
下
の
通
り
『
南
斉

書
』
本
傳
に
見
え
る
。「［
永
明
］
七
年
、
遷
使
持
節
・
都
督
荊
・
湘
・

雍
・
梁
・
寧
・
南
北
秦
七
州
軍
事
、
鎭
軍
將
軍
・
荊
州
刺
史
。
子
響
少
好

武
、
在
西
豫
時
、
自
選
帶
仗
左
右
六
十
人
、
皆
有
膽
幹
。
至
鎭
、
數
在
内

齋
殺
牛
置
酒
、
與
之
聚
樂
。
令
内
人
私
作
錦
袍
絳
襖
、
欲
餉
蠻
交
易
器
仗
。

長
史
劉
寅

0

0

0

0

等
連
名
密
啓
、
上
勑
精
檢
。
寅
等
懼
、
欲
秘
之
。
子
響
聞
臺
使

至
、
不
見
勑
、
召
寅
及
司
馬
席
恭
穆

0

0

0

0

0

・
諮
議
參
軍
江
愈
・
殷
曇
粲
・
中
兵

參
軍
周
彦
・
典
籤
呉
脩
之
・
王
賢
宗
・
魏
景
淵
於
琴
臺
下
詰
問
之
。
寅
等

無
言
。
脩
之
曰
、「
旣
以
降
勑
旨
、
政
應
方
便
答
塞
」。
景
淵
曰
、『
故
應

先
檢
校
』。
子
響
大
怒
、
執
寅
等
於
後
堂
殺
之
」。
同
内
容
の
記
事
が
『
南

史
』
本
傳
に
も
あ
る
。「
仗
」
は
、
廣
く
武
器
を
い
う
。

③　

坐
起　

文
字
通
り
に
は
、
坐
り
起
ち
上
が
る
。
立
ち
居
ふ
る
ま
い
。

『
禮
記
』
儒
行
篇
に
、「
儒
有
居
處
齊
難
、
其
坐
起

0

0

恭
敬
」。

④　

甚
有
膂
力　
『
南
斉
書
』
本
傳
に
、「
子
響
勇
力
絶
人
、
關
弓
四
斛
力
、

數
在
園
池
中
帖
騎
馳
走
竹
樹
下
、
身
無
虧
傷
」。『
南
史
』
本
傳
に
も
同
内

容
の
記
事
が
あ
る
。

金
樓
子
卷
第
三

（
こ
の
譯
注
の
作
成
に
當
た
っ
て
は
、
青
山
剛
一
郎
・
小
野
夕
子
・
杉
山
禮

子
・
永
田
知
之
・
渡
邊
登
紀
の
五
氏
に
よ
る
草
稿
を
参
照
し
た
。
記
し
て

謝
意
を
表
す
る
。）


